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学習院女子大学大学院学則

第 １章　総　　　　　則

（目的）
第 １条　本大学院は、国際文化交流に関わる学部教育の基礎の上に、高度にして専門的な学術の理論及

び実践面への応用を教授研究することを通じて、アートマネジメント、国際協力、日本学・比較文化、
国際関係・地域研究の専門家の養成及びそれらに関わる学術研究の専門家の養成を目的とする。

（点検評価）
第 ２条　本大学院は、教育研究水準の向上を図り、本大学院の目的及び社会的使命を達成するため、教

育研究をはじめとする諸活動及び運営について、広く点検評価を行う。
２　点検評価に関して必要な事項は、別に定める。

第 ２章　組　　　　　織

（課程・研究科・専攻）
第 ３条　本大学院に修士課程を置く。
第 ４条　本大学院に国際文化交流研究科国際文化交流専攻を置く。
（学生定員）
第 ５条　本大学院の学生定員は、入学定員10名、収容定員20名とする。
（授業及び指導の担当）
第 ６条　本大学院における授業及び研究指導は、学習院女子大学（以下「本学」という。）の教授が担

当する。ただし、特別の事情がある場合は、准教授又は講師が担当することがある。
２　前項の講師には非常勤講師も含まれるものとする。
（研究科委員会）
第 ７条　本大学院に国際文化交流研究科委員会（以下「研究科委員会」という。）を置き、研究科委員会は、

学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
　一　学生の入学及び課程の修了
　二　学位の授与
　三　前２号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、研究科委員会の意見を聴くことが

必要なものとして学長が定めるもの
２　研究科委員会は、前項に規定するもののほか、学長及び研究科委員長がつかさどる教育研究に関す

る事項について審議し、また、学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
３　研究科委員会は、前２項について本学教授会（以下「教授会」という。）に報告しなければならない。
４　研究科委員会に関し必要な事項は、別に定める。
（大学院の事務）
第 ８条　本大学院に関する事務は、本学事務組織が担当する。
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第 ３章　研究指導施設

（大学院の施設）
第 ９条　本大学院に、研究室及び演習室を置く。本学学部の施設は、必要に応じ本大学院学生の研究及

び指導に充てる。

第 ４章　教育課程及び履修方法

（教育課程）
第１0条　本大学院の授業科目は、別表１のとおりとする。
２　授業の方法については、本学学則第25条の２の規定を準用する。
第１１条　学生は、２年以上在学して正規の授業を受け、所定の授業科目について30単位以上を修得し、

更に修士論文又は特定課題研究報告書（以下「修士論文等」という。）を提出し、かつ、最終試験を
受けねばならない。

（在学年数）
第１２条　在学年数は、４年を超えることができない。ただし、第33条に定める長期履修生についてはこ

の限りでない。
（他の大学院又は研究機関における履修及び研究指導）
第１３条　研究科委員会が教育研究上有益と認めたときは、他の大学院又は研究機関（以下「他の大学院等」

という。）と本大学院との間であらかじめ協議の上、他の大学院等の授業科目を履修し、所定の手続
きを経た上で14単位を限度として本大学院の授業科目において修得した単位とみなすことができる。

２　研究科委員会が教育研究上有益と認めたときは、他の大学院等と本大学院との間であらかじめ協議
の上、他の大学院等において研究指導を受けることができる。

（入学前の大学院における既修得単位）
第１４条　研究科委員会が教育研究上有益と認めたときは、学生が本大学院に入学する前に大学院におい

て修得した単位（学校教育法第102条の規定による入学資格を有した後、修得したものに限る。また、
本大学院の科目等履修生、委託生又は交流学生として修得した単位を含む）を、所定の手続きを経た
上で14単位を限度として本大学院の授業科目において修得した単位とみなすことができる。

（他の大学院等における修得単位及び既修得単位の認定）
第１５条　第13条第１項にもとづいて修得した単位及び第14条の既修得単位については、合わせて20単位

を限度として本大学院修了のために修得すべき単位数に算入することができる。
２　第13条、第14条及び前項に関して必要な事項は、別に定める。
（履修登録等）
第１６条　学生は、その学期に履修しようとする授業科目を、所定の期間内に届け出て、承認を得なけれ

ばならない。
２　学生は、授業科目の選択、論文の作成、研究一般について研究指導教員の指導に従わなければなら

ない。
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第 ５章　授業科目修了及び教育課程修了の認定

（授業科目修了の認定）
第１７条　授業科目修了の認定は、原則として試験による。
２　前項の試験の成績は、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｆをもって示し、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃを合格、Ｆを不合格とする。
（教育課程修了の要件）
第１８条　修士課程を修了するためには、第11条により２年以上在学して所定の単位を修得し、かつ、必

要な研究指導を受けた上、修士論文等の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、研究
科委員会が優れた研究業績をあげたと認める学生に関しては、修業年限を１年まで短縮することがで
きる。

２　本大学院は、第14条の規定により本大学院に入学する前に修得した単位を本大学院において修得し
たものとみなす場合であって、当該単位の修得により本大学院の教育課程の一部を履修したと認める
ときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して１年を超えない範囲で本大学院が定め
る期間在学したものとみなすことができる。

３　本条第１項ただし書き及び前項を併用する場合であっても、学生は、修了要件として、少なくとも
１年間は本大学院に在学しなければならない。

（教育課程修了の認定）
第１９条　教育課程修了の認定は、研究科委員会が行う。
２　修士論文等の審査及び最終試験の成績評価は、別に定める審査委員会の審査に基づいて研究科委員

会が行う。
３　修士論文等の成績は、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｆをもって示し、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃを合格、Ｆを不合格とする。
４　最終試験の成績は、合格又は不合格とする。

第 ６章　学　　　　　位

（学位）
第２0条　本大学院において授与する学位は、次のとおりとする。
　　　　修士（国際文化交流）
（学位の授与）
第２１条　本大学院の課程において第11条所定の単位を修得し、かつ、修士論文等の審査及び最終試験に

合格した者に、修士の学位を授与する。
第２２条　本学則に定めるもののほか、本大学院における学位授与に関して必要な事項は、別に定める。

第 ７章　入学、留学、休学、復学、退学及び再入学

（入学資格）
第２３条　本大学院に入学できる者は、次の各号の一に該当し、かつ、選考試験に合格して所定の手続き

を経た者とする。
　一　学校教育法第83条に定める大学を卒業した者
　二　大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者
　三　外国において学校教育における16年の課程を修了した者
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　四 　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学
校教育における16年の課程を修了した者

　五 　我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修
了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられ
た教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

　六 　外国の大学その他の外国の学校において、修業年限が３年以上である課程を修了することにより、
学士の学位に相当する学位を授与されたと研究科委員会が認めた者

　七 　専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満た
すものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

　八　文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第５号）
　九 　学校教育法第102条第２項の規定により大学院に入学した者であって、本大学院における教育を

受けるにふさわしい学力があると研究科委員会が認めたもの
　十 　大学に３年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、所定の単位を

優れた成績をもって修得したものと研究科委員会が認めた者
　十一 　個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると研究科委員会が認め

た者で、22歳に達したもの
（入学の時期）
第２４条　入学の時期は学年の始めとする。ただし、前条第３号及び第25条の５の規定に基づく入学者に

ついては、入学の時期を後期（秋学期）の始めとすることができる。
（留学）
第２５条　外国の大学院等へ留学を希望する者は、研究科委員会において、その願い出が承認され、学長

の許可を受けた場合に留学することができる。
２　留学期間は、２学期以内とする。
３　留学期間は、修業年限及び在学年数に算入する。
４　学生が留学により外国の大学院等で修得した単位の認定については、第13条の定めるところによる。
５　前各項に定めるもののほか、留学に関しての必要な事項は別に定める。
（休学）
第25条の２　休学については､ 休学期間を通算して４学期を限度とするほかは､ 本学学則第37条の規定

を準用する。ただし、長期履修生の休学期間については、別に定める。
（復学）
第25条の３　復学については、本学学則第38条の規定を準用する。
（退学）
第25条の４　退学については、本学学則第39条の規定を準用する。
（再入学）
第25条の５　再入学は、本大学院を退学した者が再び入学を志願する場合に、選考の上これを許可する。

第 ８章　学費その他

（入学検定料）
第２６条　本大学院に入学を志願する者は、別表２の入学検定料を納付しなければならない。
（入学金・授業料その他）
第２７条　本大学院に入学を許可された者は、別表２の入学金、別表３の授業料及び施設設備費を納付し
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なければならない。
２　長期履修生は、別表２の入学金、別表４の授業料及び施設設備費を納付しなければならない。
３　学生は、履修科目に応じて、別に定めるところにより履修費及び実習費を納付しなければならない。
第２８条　科目等履修生は、別表５の選考料、登録料及び履修料を納付しなければならない。
２　委託生及び研究生は、別表６の納付金を納付しなければならない。
第２９条　協定留学生及び交流学生に関わる納付金は、別に定める。
第３0条　第26条から前条までの規定にかかわらず、別に定めるところにより入学検定料、入学金、授業

料及びその他の納付金を減免することがある。
２　休学の許可を得た者については、休学期間中の本大学院における授業料及び施設設備費を減免する。
第３１条　学生は、在学中に納付金額の変更があった場合は、改定後の納付金額により納付しなければな

らない。
第３２条　既納の入学金、授業料、施設設備費その他の納付金は返付しない。ただし、入学を許可された

者が入学を辞退する場合において、所定の期日までに願い出たときは、既納の授業料、施設設備費そ
の他の納付金を返付することがある。

２　年額の授業料を納付している者が前期（春学期）に退学する場合、所定の手続きにより、後期（秋
学期）の授業料を返付することがある。

第 ９章　長期履修生

（長期履修生）
第３３条　第12条の規定にかかわらず、入学に際して長期にわたる履修を願い出た者には、長期履修生と

して入学を許可することがある。
２　長期履修生は、正規の学生とし、第５条に定める入学定員及び収容定員に算入する。
３　長期履修生の在学年数は、３年以上８年以内とする。
４　長期履修生は、入学時に申請し許可された在学年数を短縮することはできない。
５　長期履修生に関し必要な事項は、別に定める。

第１0章　科目等履修生、委託生、研究生、協定留学生及び交流学生

（科目等履修生）
第３４条　第23条に定める各号の一に該当する者、又は本学学部４年次学生が本大学院の授業科目の１科

目又は数科目の履修を願い出たときは、選考の上科目等履修生として入学を許可することがある。
２　科目等履修生の在学期間は、１学期又は２学期とする。
（委託生）
第３５条 本大学院は､ 官公庁､ 外国政府､ その他の機関又は団体の委託に基づき入学を希望する者には､

選考の上委託生として入学を許可することがある｡
２　委託生の在学期間は、原則として１学期又は２学期とする。
（研究生）
第３６条　大学院修士課程（博士前期課程）修了者、又は研究科委員会によってこれと同等以上の学力が

あると認められた者が、本大学院教員の指導のもとに、特定の専門事項についての研究を願い出たと
きは、選考の上研究生となることを許可することがある。

２　研究生の在学期間は、原則として２学期とする。
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（協定留学生）
第３７条 本大学院と外国の大学院との交流協定に基づき当該の外国の大学院から推薦された留学生に対

しては､ 選考試験を免除し協定留学生として入学を許可する｡
２　協定留学生の在学期間は、原則として２学期以内とする。
（交流学生）
第３８条　本大学院と他の大学院との交流協定に基づき本大学院の特定の授業科目の履修を願い出た者に

対しては、交流学生として当該授業科目の履修を許可する。
第３９条　科目等履修生、委託生、研究生、協定留学生及び交流学生は、第５条に定める入学定員及び収

容定員に算入しない。
第４0条　科目等履修生、委託生及び交流学生は、その履修した科目の修了試験を受けることができる。
２　前項により試験に合格した者に対しては、本大学院所定の単位を与える。
第４１条　研究生がその履修した科目の修了試験を受けることを希望した場合には、研究科委員会の議を

経て許可することがある。
２　前項により修了試験を受けることを希望した者が成績証明書を請求したときは、これを交付する。
第４２条　科目等履修生、委託生、研究生、協定留学生及び交流学生についての細目は、別に定めるとこ

ろによる。
第４３条　科目等履修生、委託生、研究生、協定留学生及び交流学生は、正規の学生と同じく本大学院学

則等一般規則を遵守しなければならない。

第１１章　学年、学期及び休業日

（学年・学期・休業日）
第４４条　本大学院の学年、学期及び休業日については、本学学則第11条、第12条及び第13条の規定を準

用する。

第１２章　厚生保健施設等

（厚生保健施設等）
第４５条　本大学院の厚生保健施設及びその他の施設については、本学学則第45条の規定を準用する。

第１３章　奨学制度

（奨学制度）
第４６条　本大学院は、成績優秀で品行方正な学生又は経済的に修学困難な事情が生じた学生に対する奨

学制度を設ける。
２　奨学制度に関し必要な事項は、別に定める。

第１４章　賞罰及び除籍

（賞罰）
第４７条　賞罰については、本学学則第43条及び第44条の規定を準用する。
（除籍）
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第４７条の ２　学長は、次の各号の一に該当する学生については除籍する。
　一　授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者
　二　第12条に定める在学年限を超える者
　三　第25条の２に定める休学期間を超えてなお復学できない者
　四　長期間にわたり行方不明の者
２　前項第１号によって除籍となった者が、当該年度中に未納金を納付した場合には、除籍を解除する

ことがある。

第１５章　改　　　　　正

（改正）
第４８条　この学則の改正は、研究科委員会の議を経て、教授会に報告するものとする。
　　　　附　則
　この学則は、平成16年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　この学則は、平成18年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　この学則は、平成19年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　この学則は、平成21年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　この学則は、平成23年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　１　この学則は、平成25年４月１日から施行する。
　２ 　改正後の第17条第２項及び第19条第３項の規定は、平成25年以後の入学者に適用し、平成25年３

月31日以前の入学者については、なお従前の例による。
　３ 　平成25年度入学者の納付金については、施行日前に納付する場合にも別表３、別表４及び別表６

を適用する。
　　　　附　則
　この学則は、平成27年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　１　この学則は、平成28年４月１日から施行する。
　２ 　平成28年度科目等履修生の納付金については、施行日前に納付する場合にも別表５を適用する。
　　　　附　則
　この学則は、平成31年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　この学則は、令和２年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　この学則は、令和３年４月１日から施行する。
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別表 １

授　　業　　科　　目 単位 授　　業　　科　　目 単位

文化マネジメント演習
芸術文化演習
日本学演習
比較文化演習
現代文化演習
国際文化協力演習
国際地域開発演習
地域資源開発・利用演習
国際開発協力演習
費用便益分析演習
環境コミュニケーション演習
国際関係分析演習
国際メディア分析演習
地域社会分析演習
国際マネジメント演習
国際文化交流研修
海外特別研修
インターン研修
企画立案
プレゼンテーション
ドラフティング
プロジェクト評価法

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

２又は４
２又は４

２
２
２
２

プロジェクト・マネジメント演習
非営利団体演習
PR演習
文化資料処理法
統計処理法
文化政策特殊研究
文化法特殊研究
文化経済特殊研究
アートマネジメント特殊研究
国際関係特殊研究
地域社会特殊研究
伝統文化特殊研究
現代文化特殊研究
比較文化特殊研究
文化資源情報特殊研究
日本学特殊研究
言語分析特殊研究
文化経営学特殊研究
国際メディア特殊研究
マーケティング特殊研究
情報メディア特殊研究

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

別表 ２

区　　分 適　　　　用　　　　者 金　額（円）

入学検定料 平成16年度以後の入学につき出願の手続きを行う者 35,000

入　学　金 平成16年度以後の入学につき入学の手続きを行う者 150,000

別表 ３

区　　　分
年　　額
（円）

分納期及び分納額

第　１　期
４月30日まで

第　２　期
９月30日まで

授　業　料 600,000 300,000 300,000

施設設備費 180,000 180,000 ―



学

則

— 15 —

学

則

別表 ４（長期履修生）

履修計画年数 区　　分
年　　額
（円）

分納期及び分納額

第　１　期
４月30日まで

第　２　期
９月30日まで

３年
授　業　料 400,000 200,000 200,000

施設設備費 120,000 120,000 ―

４年
授　業　料 300,000 150,000 150,000

施設設備費 90,000 90,000 ―

５年
授　業　料 240,000 120,000 120,000

施設設備費 72,000 72,000 ―

６年
授　業　料 200,000 100,000 100,000

施設設備費 60,000 60,000 ―

７年
授　業　料 170,000 85,000 85,000

施設設備費 50,000 50,000 ―

８年
授　業　料 150,000 75,000 75,000

施設設備費 45,000 45,000 ―

別表 ５（科目等履修生）

区　　分 金　額（円） 摘　　　　　要

選　考　料 20,000

登　録　料 10,000 　２年以上継続して履修する場合は初年度のみ

履　修　料 40,000 　１科目２単位当たりの額

別表 ６（委託生、研究生）

区　　分 金　額（円） 摘　　要

委　託　生 受　託　料 400,000 期間が半年の場合は200,000円

研　究　生 研究指導料 400,000
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学習院女子大学学則

第 １章　総　　　　　則

（目的）
第 １条　本学は、国境・民族・文化をこえ、人類の平和と文化の発展を希求し、地球的視野から人類が

歩んできた過去及び進むべき未来を研究教授し、その深奥を究めるとともに、社会と手を携えつつ、
人格の陶冶と情操の涵養を図り、時代を先導する女子の創造的リーダーを育成することを目的とする。

（点検評価）
第 ２条　本学は、教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究を

はじめとする諸活動及び運営について、広く点検評価を行う。
２　点検及び評価に関し必要な事項は、別に定める。

第 ２章　組　　　　　織

（学部・学科、収容定員）
第 ３条　本学に国際文化交流学部を置く。
２　国際文化交流学部は、関連諸学問に対する高い識見を有するとともに、豊かな教養と地球的視野を
持ち、文化の交流と相互理解を通じて国際社会に貢献できる人材の育成を目的とする。
３　国際文化交流学部に日本文化学科、国際コミュニケーション学科、及び英語コミュニケーション学
科を置く。
　一 　日本文化学科は、日本文化に対する広い知識と深い理解の上に立って、国際感覚と高い言語能力

を身につけ、世界に向けて日本文化を発信するとともに、その継承と発展に寄与する人材を育成す
ることを目的とする。

　二 　国際コミュニケーション学科は、国際関係と異文化に対する広範な知識と深い理解力、併せて高
度の言語並びにコミュニケーション能力の習得を通して、国際社会に積極的に貢献する人材を育成
することを目的とする。

　三 　英語コミュニケーション学科は、英語による高度なコミュニケーション能力を有し、豊かな国際
的教養と論理的思考力を備え、国際・情報化社会で活躍する人材を育成することを目的とする。

４　本学が設置する学部及び学科の収容定員は、次のとおりとする。

学　　部 学　　科 入学定員 ３年次
編入学定員 収容定員

国際文化交流学部
日本文化学科

国際コミュニケーション学科
英語コミュニケーション学科

140名
170名
45名

５名
５名

570名
690名
180名

（大学院）
第 ３条の ２　本学に、大学院を置く。
２　大学院については、学習院女子大学大学院学則の定めるところによる。
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（研究組織）
第 ４条　本学に、高度な教育研究を創造する組織として研究室及び研究プロジェクトを置く。
（附置教育研究機関）
第 ５条　本学に、前条に定める研究組織のほか、次の附置教育研究機関を置く。
　一　図書館
　二　国際学研究所
　三　語学教育センター
　四　環境教育センター
２　附置教育研究機関に関し必要な事項は、別に定める。
（附属施設）
第 ５条の ２　本学に、附属施設として国際交流推進センターを置く。
２　国際交流推進センターに関し必要な事項は、別に定める。
（教職員）
第 ６条　本学に、学長、教授、准教授、講師、助教、助手、副手及び事務職員を置く。
２　副学長、学部長、学科主任及びその他の役職者は、前項の教職員の中から選任する。
３　教職員及び事務の組織に関し必要な事項は、この学則に定めるもののほか、別に定める。
（学長）
第 ７条　学長は、校務をつかさどり所属教職員を統督するとともに、教育研究方針、予算編成及び教員

人事等の重要事項に関して執行の権限を有する。
２　学長は、教授会の意見を徴して、副学長、学部長、教務部長及び学生部長を任命する。
３　学長の選任及び学長職務の代行等に関し必要な事項は、別に定める。
（客員教員等）
第 ８条　本学に、専任教職員のほか客員教員等を置く。
２　客員教員等に関し必要な事項は、別に定める。
（教授会）
第 ９条　本学に教授会を置き、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものと

する。
　一　学生の入学、卒業及び課程の修了
　二　学位の授与
　三 　前２号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要な

ものとして学長が定めるもの
２ 　教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長がつかさどる教育研究に関する事項につい

て審議し、また、学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
３　教授会は、学長及び専任の教授、准教授、講師をもって組織する。
４　前各項に定めるもののほか、教授会に関し必要な事項は、別に定める。
（運営委員会）
第１0条　本学に、大学意思の積極的形成及び大学運営の効果的推進を実現するため運営委員会を置く。
２　運営委員会は、学長、副学長、学部長、教務部長、学生部長、図書館長、大学院研究科委員長、学

科主任及び事務組織の長をもって組織する。
３　前項に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第１0条の ２　本学に、前条の委員会のほか、次の委員会を置く。
　一　教務委員会
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　二　学生委員会
　三　入学試験委員会
　四　図書委員会
　五　教職課程委員会
　六　学芸員課程委員会
　七　国際交流推進委員会
　八　人権問題委員会
　九　自己点検・評価委員会
２　前項の委員会のほか、特定の事項について委員会を置くことができる。
３　前２項の委員会の組織運営に関し必要な事項は、別に定める。

第 ３章　学年、学期及び休業日

（学年）
第１１条　本学の学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。
（学期）
第１２条　学年を分けて２学期とし、春学期・秋学期と称する。
２　前項の学期の期間については、各年度の学年暦に定める。
（休業日）
第１３条　授業を行わない日は、次のとおりとする。
　一　日曜日
　二　国民の祝日に関する法律に規定する休日
　三　開学記念日　　５月15日
　四　開院記念日　　10月17日
　五　春季休業　　２月上旬から４月上旬まで
　六　夏季休業　　８月上旬から９月中旬まで
　七　冬季休業　　12月下旬から翌年１月上旬まで
２　学長は、必要がある場合には、前項の休業日を臨時に変更し、又は同項の休業日以外の日を臨時の

休業日として定めることができる。

第 ４章　修業年限及び在学年限

（修業年限）
第１４条　本学の修業年限は、４年とする。ただし、編入学又は再入学により入学した学生の修業年限は、

入学した年次に対応した年限とする。
（在学年限）
第１５条　学生は、休学期間を除き８年を超えて在学することができない。ただし、編入学又は再入学に

より入学した学生の在学年限は、修業年限の２倍に相当する年数を限度とする。



学

則

— 19 —

学

則

第 ５章　入　　　　　学

（入学の時期）
第１６条　入学の時期は、学年又は学期の始めとする。
（入学資格）
第１７条　本学に入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
　一　高等学校又は中等教育学校を卒業した者
　二　通常の課程による12年の学校教育を修了した者
　三　文部科学大臣が高等学校卒業者と同等以上の者として学校教育法施行規則において定める者
（入学の出願）
第１８条　本学に入学を志願する者は、所定の手続をふみ、かつ、別表３に定める入学検定料を納付しな

ければならない。
（入学者の選考）
第１９条　入学志願者に対しては、入学を許可するための選考を行う。
２　入学志願者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
（入学手続及び入学許可）
第２0条　前条の選考に合格した者は、入学金等の納付金を納付の上、入学誓約書及び他の所定書類を添

えて、入学の意思を届け出るものとする。
２　学長は、前項の入学手続を完了した者に対して入学を許可する。ただし、第17条に定める入学資格

を満たすことが確認できない場合には、学長は、入学を許可した後にあっても前項の納付金を返還す
るとともに入学の許可を取り消すことがある。

（編入学）
第２１条　編入学は、３年次への編入を志願する場合に限り、選考の上これを許可することがある。
（再入学）
第２２条　再入学は、本学を退学した者が再び入学を志願する場合に、選考の上退学時に在学していた学

科に限りこれを許可することがある。
（転科）
第２３条　入学後１年以上を経た者が、転科を希望したときは、学期の始めに限り、選考の上これを許可

することがある。
（編入学、再入学及び転科の選考及び入学等の手続）
第２４条　編入学、再入学及び転科の選考及び入学等の手続に関し必要な事項は、別に定める。

第 ６章　教育課程及び履修方法等

（授業科目）
第２５条　授業科目は、以下のとおりとする。
　一　専門科目
　二　共通科目
　三　専門科目、共通科目又は資格の取得に関する科目に属さない科目
　四　教職課程に関する科目
　五　図書館司書に関する科目
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　六　博物館に関する科目
　七　日本語教員養成講座に関する科目
２　授業科目の種類及び単位数は、別表１及び別表２のとおりとする。
３　各学科の学生は、前項の授業科目のうち、当該学科の履修規定によって指定された授業科目を履修

することができる。
４　授業科目は、各学科の履修規定の定めるところにより必修科目、必修選択科目、自由選択科目又は

随意科目のいずれかとして指定される。
第２５条の２　授業は、講義、演習、実験、実習苦しくは実技のいずれかにより、又はこれらの併用によ

り行う。
２　前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該

授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
３　第１項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高

度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
４　第１項の授業の一部は、文部科学大臣が別に定めるところにより、校舎及び附属施設以外の場所で

行うことができる。
（教職課程）
第２６条　本学に、教育職員免許法に基づき、教職課程を置く。
２　教育職員免許状を取得しようとする者は、各学科の授業科目より教育職員免許法及び同法施行規則
に定める所要の単位を修得しなければならない。
３　本学において取得できる教育職員免許状の種類及び免許教科は、次のとおりである。

免許状の種類
学部・学科

中学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状

国際文化
交流学部

日本文化学科　　

国際コミュニケー
ション学科　　　

英語コミュニケー
ション学科　　　

国語

英語

英語

国語

英語

英語

４　教職課程に関する科目は、別表２の一のとおりとする。
５　前の各項に定めるもののほか、教職課程に関し必要な事項は、別に定める。
（司書課程）
第２６条の ２　本学に、司書課程を置く。
２　図書館法に定める司書の資格を取得しようとする者のために、本学に図書館司書に関する科目を設

ける。
３　図書館司書の資格を取得しようとする者は、図書館司書に関する科目及び単位を修得しなければな

らない。
４　図書館司書に関する科目は、別表２の二のとおりとする。
５　前の各項に定めるもののほか、司書課程に関し必要な事項は、別に定める。
（学芸員課程）
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第２６条の ３　本学に、学芸員課程を置く。
２　博物館法に定める学芸員の資格を取得しようとする者のために、本学に博物館に関する科目を設け

る。
３　学芸員の資格を取得しようとする者は、博物館に関する科目及び単位を修得しなければならない。
４　博物館に関する科目は、別表２の三のとおりとする。
５　前の各項に定めるもののほか、学芸員の資格を取得するために必要な事項は、別に定める。
（日本語教員養成講座）
第２６条の ４　本学に、日本語教員養成講座を置く。
２　日本語教員養成講座を修了しようとする者のために、本学に日本語教員養成講座に関する科目を設

ける。
３　日本語教員養成講座を修了しようとする者は、日本語教員養成講座に関する科目及び単位を修得し

なければならない。
４　日本語教員養成講座に関する科目は、別表２の四のとおりとする。
５　前の各項に定めるもののほか、日本語教員養成講座を修了するために必要な事項は、別に定める。
（単位の計算方法）
第２７条　各授業科目に対する単位数は、１単位について45時間の学修時間を標準とし、毎週１時間計15

週の授業をもって１単位とする。ただし、外国語に関する科目については毎週２時間計15週の授業を
もって１単位とする。

（試験及び成績）
第２８条　学業成績は、原則として試験によって評価し、評価結果はＳ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｆをもって示し、Ｓ・

Ａ・Ｂ・Ｃを合格、Ｆを不合格とする。
（履修及び単位修得）
第２９条　授業科目の履修及び単位の修得に関し必要な事項は、別に定める。
（他大学等における授業科目の履修等）
第３0条　本学は、教育上有益と認めるときは、次の各号に定める履修又は学修を本学における授業科目

の履修により修得したものとみなし、所定の単位を与えることができる。
　一　在学中の学生による次に定める他大学等の履修又は学修

ア　他の大学又は短期大学における履修
イ　外国の大学への留学の許可を得た者の留学した大学における履修
ウ 　短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他平成３年文部省告示第68号の定めによ

る学修
二　新たに本学の第１年次に入学した学生による次に定める入学前の履修又は学修

ア　大学又は短期大学における履修（科目等履修生として修得した単位を含む）
イ　外国の大学又は短期大学における履修
ウ 　短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他平成３年文部省告示第68号の定めによ

る学修
２　編入学者及び再入学者の既修得単位の認定については、別に定める。
（算入可能な単位数の上限）
第３１条　前条第１項に基づき本学における授業科目の履修により修得した単位に算入することができる

単位数は、それぞれ次の各号に定める単位数を上限とし、合計60単位を限度とする。
　一　前条第１項第１号ア及びウにより算入することができる単位数は、それぞれを合計して30単位を

限度とする。
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　二　前条第１項第１号イにより算入することができる単位数は、ダブルディグリー留学については60
単位を限度とし、協定留学及び私費留学については別に定める。

　三　前条第１項第２号により算入することができる単位数は、30単位を限度とする。
２　前項に定める上限60単位には、本学において修得した単位（科目等履修生及び科目等履修生（高等

科生）として修得した単位を含む）は含まないものとする。
（学外講義等）
第３２条　本学は、第25条から第26条の４に定める正規課程のための授業のほか、学外講義、公開講義及

び講習会を随時開催する。

第 ７章　卒業及び学位

（卒業単位）
第３３条　学生が本学を卒業するために必要とする修得単位数は、134単位以上とする。
２　前項の単位数に算入される授業科目は、各学科の履修規定に定めるところによる。
３　随意科目として修得した単位は、第１項の卒業に必要な単位数には算入されない。
（卒業認定）
第３４条　本学に４年以上在学し、前条に定める単位数を修得した者には、学長が卒業の認定を行う。
（学位）
第３５条　学長は、卒業を認定した者に対して次の学位を授与する。
　　　　日本文化学科　　　　　　　　　学士（日本文化）
　　　　国際コミュニケーション学科　　学士（国際コミュニケーション）
　　　　英語コミュニケーション学科　　学士（英語コミュニケーション）
２　卒業の期日は、３月31日又は９月30日とする。

第 ８章　留学、休学及び退学等

（留学）
第３６条　学生は、外国の大学又は短期大学において修学しようとするときは、学長が本人の教育上有益

であると認めた場合にかぎり、協定留学、私費留学又はダブルディグリー留学として留学することが
できる。

２　留学期間は、修業年限及び在学年限に算入する。
３　学生が留学により修得した単位については、第30条及び第31条の定めるところによる。
４　前の各項に定めるもののほか、協定留学、私費留学及びダブルディグリー留学に関し必要な事項は、

別に定める。
（休学）
第３７条　疾病その他の特別な理由により３ヵ月以上欠席しようとする学生は、学長の許可を得て、休学

することができる。
２　休学期間は、原則として１回の願い出について１年以内とする。ただし、特別の理由により引き続

き休学を要する者は、許可を得てさらに休学することができる。
３　休学期間は、通算して４年を限度とする。休学期間は、修業年限及び在学年限には算入しない。
（復学）
第３８条　学生は、休学の理由が消滅したときは、学長の許可を得て復学することができる。
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（退学）
第３９条　学生は、引続いて在学することができないときは、学長の許可を得て退学することができる。
（除籍）
第４0条　学長は、次の各号の一に該当する学生については除籍する。
　一　授業料等の納付金の納付を怠り、督促してもなお納付しない者
　二　第15条に定める在学年限を超える者
　三　第37条に定める休学期間を超えてなお復学できない者
　四　長期間にわたり行方不明の者
２　前項第１号によって除籍となった者が、当該年度中に未納金を納付した場合には、除籍を解除する

ことがある。

第 ９章　正規課程以外の学生

（協定留学生等）
第４１条　本学は、第５章に定める正規課程の入学者のほか、次の各号に定める学生を受け入れる。
　一　協定留学生　　本学が外国の大学との交流協定に基づいて受け入れる留学生
　二　科目等履修生　 第17条に定める入学資格を有する者で、本学の授業科目の単位修得を願い出て許

可された者
　三　科目等履修生（ 高等科生）　 学習院高等科及び学習院女子高等科の生徒で、本学の授業の単位修

得を願い出て許可された者
　四　特別履修生　　本学が他大学との協定に基づいて受け入れる履修生
　五　研究生　　　　本学教員の指導の下に特定の専門事項について研究する者
２　前項の学生の受入れ、授業科目の履修等に関し必要な事項は、別に定める。
（規則の準用）
第４２条　前条に定める学生は、正規課程の学生と同様に本学の規則を遵守しなければならない。

第１0章　賞　　　　　罰

（表彰）
第４３条　学生として表彰に価する行為があった者は、学長が表彰することができる。
（懲戒）
第４４条　学生が本学の規則又は命令に背き若しくは学生としての本分に反する行為を行ったときは、学

長が懲戒する。
２　懲戒は、訓告、停学又は退学とする。
３　前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
　一　学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
　二　性行不良で改善の見込みがないと認められる者
　三　本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者
４　懲戒に関する規定は別に定める。
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第１１章　厚生保健施設

第４５条　学生は、別に定める規定に従って次の施設を利用することができる。
　一　学寮　　　　　　
　二　集会施設　　　　互敬会館
　　　　　　　　　　　輔仁会館
　三　生活相談施設　　カウンセリングルーム
　四　保健施設　　　　保健室
　五　運動施設
　六　課外活動施設
　七　山岳施設　　　　光徳小屋（奥日光）
　八　臨海施設　　　　沼津游泳場（沼津）
　九　校外教育施設　　西田幾多郎博士記念館（学習院寸心荘）（鎌倉）

第１２章　学　　　　　費

（入学検定料）
第４６条　第18条に定める入学検定料は、別表３のとおりとする。
（入学手続時納付金）
第４７条　第20条に定める入学金等の納付金は、別表３に定める入学金、別表４に定める第１期の在籍料、

授業料及び施設設備費その他の納付金とする。
（授業料等の納付金）
第４８条　学生は、別表４に定める授業料等の納付金を納付しなければならない。
（留学者の納付金）
第４９条　第36条に定める留学者の納付金については、留学期間中の本学における授業料及び施設設備費

を減免する。
２　外国の大学との交流協定に基づく留学者で、その協定によって留学先大学の納付金が免除されると
きは、前項にかかわらず納付金を納付しなければならない。
（休学者の納付金）
第５0条　休学の許可を得た者については、休学期間中の本学における授業料及び施設設備費を減免する。
（納付金の減免）
第５１条　留学者及び休学者の納付金減免に関し必要な事項は、別に定める。
（協定留学生の納付金）
第５２条　協定留学生の納付金は、別に定める。
（履修生の納付金等）
第５３条　科目等履修生及び特別履修生にかかる選考料、登録料及び履修料は、別表５のとおりとする。

ただし、特別履修生にかかる選考料、登録料及び履修料は、別に定めるところによりこれを減免する
ことができる。

２　科目等履修生（高等科生）については、選考料、登録料及び履修料を免除する。
（研究生の納付金）
第５４条　研究生が納付する納付金は、別表６のとおりとする。
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（納付金額の変更）
第５５条　学生は、在学中に納付金額の変更があった場合には、改定後の納付金額により納付しなければ

ならない。
（既納納付金の扱い）
第５６条　既納の入学金、在籍料、授業料、施設設備費その他の納付金は返付しない。ただし、入学を許

可された者が入学を辞退する場合において、所定の期日までに願い出たときは、既納の在籍料、授業
料、施設設備費その他の納付金を返付することがある。

２　年額の授業料を納付している者が春学期に退学する場合、所定の手続により、秋学期の授業料を返
付することがある。

第１３章　奨　学　制　度

（奨学金）
第５７条　成績優秀にして品行方正な学生及び経済的に修学が困難な学生に対しては、選考のうえ奨学金

を貸与又は給付する。
２　奨学金に関し必要な事項は、別に定める。

第１４章　改　　　　　正

第５８条　この学則の改正は、教授会の議を経て、学長がこれを行う。
　　　　附　則
１　この学則は、平成10年４月１日から施行する。
２　第３条に定める学生の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成10年度から12年度までの間は、

次のとおりとする。

学　　　科 10 年 度 11 年 度 12 年 度

日本文化学科
国際コミュニケーション学科

170名
170名

340名
340名

530名
530名

　　　　附　則
　この学則は、平成11年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　この学則は、平成12年１月１日から施行する。
　　　　附　則
　この学則は、平成12年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　この学則は、平成13年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　この学則は、平成14年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　１　この学則は、平成14年４月１日から施行する。
　２ 　改正後の第27条、第33条及び別表１の規定は、平成14年度以後の入学者について適用し、平成13

年度以前の入学者については、なお従前の例による。
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　　　　附　則
　この学則は、平成15年４月１日から施行し、第56条第１項については平成14年４月１日に溯って適用する。
　　　　附　則
　この学則は、平成16年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　この学則は、平成17年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　１　この学則は、平成18年４月１日から施行する。
　２　第３条に定める学生の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成18年度から20年度までの間は、

　次のとおりとする。

学　　　科 18 年 度 19 年 度 20 年 度

日本文化学科
国際コミュニケーション学科
英語コミュニケーション学科

690名
720名
30名

660名
720名
60名

630名
720名
90名

　　　　附　則
　この学則は、平成19年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　この学則は、平成20年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　１　この学則は、平成23年４月１日から施行する。
　２　第３条第４項の規定にかかわらず、平成23年度から平成25年度までの間の学生の定員は、次のと

おりとする。
平成23年度

学　　部 学　　科 入学定員 ３年次
編入学定員 収容定員

国際文化交流学部
日本文化学科

国際コミュニケーション学科
英語コミュニケーション学科

140名
170名
45名

10名
15名

590名
715名
135名

平成24年度

学　　部 学　　科 入学定員 ３年次
編入学定員 収容定員

国際文化交流学部
日本文化学科

国際コミュニケーション学科
英語コミュニケーション学科

140名
170名
45名

10名
15名

580名
710名
150名
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平成25年度

学　　部 学　　科 入学定員 ３年次
編入学定員 収容定員

国際文化交流学部
日本文化学科

国際コミュニケーション学科
英語コミュニケーション学科

140名
170名
45名

５名
５名

575名
700名
165名

３　改正後の第33条の規定は、平成23年度以降の入学者に適用し、平成22年度以前の入学者については、
なお従前の例による。

　　　　附　則
　１　この学則は、平成24年４月１日から施行する。
　２ 　改正後の別表１−二の規定は、平成24年度以降の入学者について適用し、平成23年度以前の入学

者については、なお従前の例による。
　３ 　改正後の別表２の「一　図書館司書に関する科目」及び「二　博物館に関する科目」は、平成24

年度以降の入学者（科目等履修生を含む。）に適用し、平成23年度以前の入学者については、なお
従前の例による。

　　　　附　則
　１　この学則は、平成25年４月１日から施行する。
　２ 　第28条の規定にかかわらず、平成24年度以前の入学者及び平成26年度以前の第３年次編入学者の

学業成績については、なお従前の例による。
　３ 　平成25年度入学者の納付金については、施行日前に納付する場合にも別表３及び別表４を適用する。
　４ 　平成25年３月31日以前の入学者の納付金のうち別表４については、維持費を施設設備費に改める

ほかは、なお従前の例による。
　　　　附　則
　この学則は、平成26年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　この学則は、平成27年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　この学則は、平成27年５月27日から施行する。
　　　　附　則
　この学則は、平成28年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　１　この学則は、平成29年４月１日から施行する。
　２　平成29年度入学者の納付金については、施行日前に納付する場合にも別表４を適用する。
　３　平成29年３月31日以前の入学者の納付金のうち別表４については、なお従前の例による。
　　　　附　則
　この学則は、平成30年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　この学則は、平成31年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　この学則は、令和２年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　この学則は、令和２年 10 月１日から施行する。
　　　　附　則
　この学則は、令和３年４月１日から施行する。



学

則

— 28 —

学

則

別表 １
一　日本文化学科専門科目

授　　業　　科　　目 単位 授　　業　　科　　目 単位

日本文化基礎演習Ⅰ
日本文化基礎演習Ⅱ
日本文化基礎演習Ⅲ
日本文化基礎演習Ⅳ
日本文化演習Ⅰ
日本文化演習Ⅱ
日本文化演習Ⅲ
日本文化演習Ⅳ
日本文化政策論Ⅰ
日本文化政策論Ⅱ
日本人論Ⅰ
日本人論Ⅱ
日本文学史Ⅰ
日本文学史Ⅱ
日本文学史Ⅲ
日本語学Ⅰ
日本語学Ⅱ
日本語学Ⅲ
日本思想史Ⅰ
日本思想史Ⅱ
日本思想史Ⅲ
日本思想史Ⅳ
伝統文化論Ⅰ
伝統文化論Ⅱ
伝統文化論Ⅲ
伝統文化論Ⅳ（書）
伝統文化論Ⅴ
伝統文化論Ⅵ
伝統文化論Ⅶ
伝統文化論Ⅷ
民俗学Ⅰ
民俗学Ⅱ
日本政治経済史
日本社会制度史
日本生活文化史Ⅰ
日本生活文化史Ⅱ
日本生活文化史Ⅲ
日本生活文化史Ⅳ

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

日本生活文化史Ⅴ
日本生活文化史Ⅵ
日本文化論
近代文化論Ⅰ
近代文化論Ⅱ
民俗文化論Ⅰ
民俗文化論Ⅱ
民俗文化論Ⅲ
民俗文化論Ⅳ
比較民俗文化論Ⅰ
比較民俗文化論Ⅱ
比較生活文化論Ⅰ
比較生活文化論Ⅱ
日本生活文化論Ⅰ
日本生活文化論Ⅱ
日本生活文化論Ⅲ
日本生活文化論Ⅳ
日本史論Ⅰ
日本史論Ⅱ
日本史論Ⅲ
日本史論Ⅳ
日本文化交流史Ⅰ
日本文化交流史Ⅱ
歴史資料論Ⅰ
歴史資料論Ⅱ
歴史資料論Ⅲ
歴史資料論Ⅳ
形象文化論Ⅰ
形象文化論Ⅱ
形象文化論Ⅲ
形象文化論Ⅳ
形象文化論Ⅴ
形象文化論Ⅵ
身体文化論Ⅰ
身体文化論Ⅱ
日本思想研究Ⅰ
日本思想研究Ⅱ
日本思想研究Ⅲ

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
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授　　業　　科　　目 単位 授　　業　　科　　目 単位

日本思想研究Ⅳ
日本思想研究Ⅴ
日本思想研究Ⅵ
日本文学論Ⅰ
日本文学論Ⅱ
日本文学論Ⅲ
日本文学論Ⅳ
日本文学論Ⅴ
日本文学研究Ⅰ
日本文学研究Ⅱ
日本文学研究Ⅲ
日本文学研究Ⅳ
日本文学研究Ⅴ
中国文学論Ⅰ
中国文学論Ⅱ
現代文化論Ⅰ
現代文化論Ⅱ
現代文化論Ⅲ
現代文化論Ⅳ
現代文化論Ⅴ
現代文化論Ⅵ
現代文化論Ⅶ
メディア論
現代生活論Ⅰ
現代生活論Ⅱ
現代生活論Ⅲ
現代生活論Ⅳ
日本政治論
日本経済論
日本社会論
比較文化論Ⅰ
比較文化論Ⅱ
比較文化論Ⅲ
比較文化論Ⅳ
比較文化論Ⅴ
比較文化論Ⅵ
比較文化論Ⅶ
比較文化論Ⅷ
比較文化論Ⅸ
比較文化論Ⅹ

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

卒業研究
卒業論文

８
８
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二　国際コミュニケーション学科専門科目

授　　業　　科　　目 単位 授　　業　　科　　目 単位

国際コミュニケーション基礎演習Ⅰ
国際コミュニケーション基礎演習Ⅱ
国際コミュニケーション基礎演習Ⅲ
国際コミュニケーション基礎演習Ⅳ
国際コミュニケーション演習Ⅰ
国際コミュニケーション演習Ⅱ
国際コミュニケーション演習Ⅲ
国際コミュニケーション演習Ⅳ
国際関係基礎論Ⅰ
国際関係基礎論Ⅱ
地域研究基礎論Ⅰ
地域研究基礎論Ⅱ
国際コミュニケーション論
国際関係論Ⅰ
国際関係論Ⅱ
国際関係論Ⅲ
国際関係論Ⅳ
国際政治Ⅰ
国際政治Ⅱ
国際政治Ⅲ
国際政治Ⅳ
国際経済Ⅰ
国際経済Ⅱ
国際法Ⅰ
国際法Ⅱ
国際機構論Ⅰ
国際機構論Ⅱ
国際開発論Ⅰ
国際開発論Ⅱ
ヨーロッパ政治史Ⅰ
ヨーロッパ政治史Ⅱ
経営学Ⅰ
経営学Ⅱ
マーケティング
金融論
ボランティア論Ⅰ
ボランティア論Ⅱ
言語学Ⅰ
言語学Ⅱ

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

社会言語学Ⅰ
社会言語学Ⅱ
文化人類学Ⅰ
文化人類学Ⅱ
マスコミュニケーション論Ⅰ
マスコミュニケーション論Ⅱ
マスコミュニケーション論Ⅲ
環境科学
言語地理学
比較神話論
比較教育学
比較政治学
比較音楽論Ⅰ
比較音楽論Ⅱ
比較宗教論Ⅰ
比較宗教論Ⅱ
比較居住文化論
比較道具論
英語学Ⅰ
英語学Ⅱ
英語学Ⅲ
英語学Ⅳ
北米文化論
ヨーロッパ文化論
アジア文化論
アメリカ文化論Ⅰ
アメリカ文化論Ⅱ
イギリス文化論Ⅰ
イギリス文化論Ⅱ
ドイツ文化論Ⅰ
ドイツ文化論Ⅱ
フランス文化論Ⅰ
フランス文化論Ⅱ
イタリア文化論Ⅰ
イタリア文化論Ⅱ
ロシア文化論
東欧文化論
イスラム文化論Ⅰ
イスラム文化論Ⅱ

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
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授　　業　　科　　目 単位 授　　業　　科　　目 単位

中国文化論
朝鮮文化論
東南アジア文化論Ⅰ
東南アジア文化論Ⅱ
南アジア文化論
オセアニア文化論
アフリカ文化論
中南米文化論
アメリカ文学論
アメリカ文学研究
イギリス文学論
イギリス文学研究
英語圏文学総論
英語圏文学研究
文化遺産学
日本文化発信英語Ⅰ
日本文化発信英語Ⅱ
時事英語
英語演習Ⅰ
英語演習Ⅰ（Conversation & Presentation）
英語演習Ⅱ
英語演習Ⅱ（Reading & Writing）
外国語演習Ⅰ
外国語演習Ⅰ（英語圏文化）
外国語演習Ⅱ

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

外国語演習Ⅱ（英語圏文化）
卒業研究
卒業論文

２
８
８
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三　英語コミュニケーション学科専門科目

授　　業　　科　　目 単位 授　　業　　科　　目 単位

英語コミュニケーション基礎演習Ⅰ
英語コミュニケーション基礎演習Ⅱ
英語コミュニケーション基礎演習Ⅲ
英語コミュニケーション基礎演習Ⅳ
海外研修
Cultural Exchange
TOEIC Basics
TOEIC Skills
Paragraph Writing
Writing Practice
Essay Writing
Writing Skills
Academic Writing
Presentations
Listening Practice
Listening Skills
Discussing Global Issues
Discussing Business Issues
Debate
Discussing Current Issues
Business Presentations
Newspaper English
In−Depth News Listening
Business Writing
英語コミュニケーション特殊演習Ⅰ
英語コミュニケーション特殊演習Ⅱ
英語コミュニケーション特殊演習Ⅲ
英語コミュニケーション特殊演習Ⅳ
英語コミュニケーション特殊演習Ⅴ
英語コミュニケーション特殊演習Ⅵ
英語コミュニケーション特殊演習Ⅶ
英語コミュニケーション特殊演習Ⅷ
英語コミュニケーション特殊演習Ⅸ
英語コミュニケーション特殊演習Ⅹ
英語コミュニケーション特殊演習Ⅺ
英語コミュニケーション特殊演習Ⅻ
英語コミュニケーション演習Ⅰ
英語コミュニケーション演習Ⅱ
英語コミュニケーション演習Ⅲ

２
２
２
２
16
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

英語コミュニケーション演習Ⅳ
卒業研究
卒業論文

〈国際コミュニケーション学科専門科目〉
国際関係基礎論Ⅰ
国際関係基礎論Ⅱ
地域研究基礎論Ⅰ
地域研究基礎論Ⅱ
国際コミュニケーション論
国際関係論Ⅰ
国際関係論Ⅱ
国際関係論Ⅲ
国際関係論Ⅳ
国際政治Ⅰ
国際政治Ⅱ
国際政治Ⅲ
国際政治Ⅳ
国際経済Ⅰ
国際経済Ⅱ
国際法Ⅰ
国際法Ⅱ
国際機構論Ⅰ
国際機構論Ⅱ
国際開発論Ⅰ
国際開発論Ⅱ
ヨーロッパ政治史Ⅰ
ヨーロッパ政治史Ⅱ
経営学Ⅰ
経営学Ⅱ
マーケティング
金融論
ボランティア論Ⅰ
ボランティア論Ⅱ
言語学Ⅰ
言語学Ⅱ
社会言語学Ⅰ
社会言語学Ⅱ
文化人類学Ⅰ

２
８
８

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
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授　　業　　科　　目 単位 授　　業　　科　　目 単位

文化人類学Ⅱ
マスコミュニケーション論Ⅰ
マスコミュニケーション論Ⅱ
マスコミュニケーション論Ⅲ
環境科学
言語地理学
比較神話論
比較道具論
比較政治学
比較音楽論Ⅰ
比較音楽論Ⅱ
比較宗教論Ⅰ
比較宗教論Ⅱ
比較居住文化論
比較教育学
英語学Ⅰ
英語学Ⅱ
英語学Ⅲ
英語学Ⅳ
北米文化論
ヨーロッパ文化論
アジア文化論
アメリカ文化論Ⅰ
アメリカ文化論Ⅱ
イギリス文化論Ⅰ
イギリス文化論Ⅱ
ドイツ文化論Ⅰ
ドイツ文化論Ⅱ
フランス文化論Ⅰ
フランス文化論Ⅱ
イタリア文化論Ⅰ
イタリア文化論Ⅱ
ロシア文化論
東欧文化論
イスラム文化論Ⅰ
イスラム文化論Ⅱ
中国文化論
朝鮮文化論
東南アジア文化論Ⅰ
東南アジア文化論Ⅱ

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

南アジア文化論
オセアニア文化論
アフリカ文化論
中南米文化論
アメリカ文学論
アメリカ文学研究
イギリス文学論
イギリス文学研究
英語圏文学総論
英語圏文学研究
文化遺産学
日本文化発信英語Ⅰ
日本文化発信英語Ⅱ
時事英語

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
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四　日本文化学科・国際コミュニケーション学科・英語コミュニケーション学科共通科目

授　　業　　科　　目 単位 授　　業　　科　　目 単位

特別総合科目Ⅰ
特別総合科目Ⅱ
特別総合科目Ⅲ
特別総合科目Ⅳ
特別総合科目Ⅴ
特別総合科目Ⅵ
特別総合科目Ⅶ
特別総合科目Ⅷ
特別総合科目Ⅸ
特別総合科目Ⅹ
特別総合科目Ⅺ
国際文化交流論Ⅰ
国際文化交流論Ⅱ
国際文化交流論Ⅲ
国際文化交流論Ⅳ
国際文化交流論Ⅴ
国際文化交流論Ⅵ
国際文化交流論Ⅶ
国際文化交流論Ⅷ
国際文化交流論Ⅸ
国際文化交流論Ⅹ
国際文化交流論Ⅺ
基礎政治学
基礎経済学
基礎社会学
基礎統計学
法学Ⅰ
法学Ⅱ
日本国憲法
教育学
哲学
心理学
英語学総論
日本近代史概論
西洋近代史概論
西洋思想史概論
日本芸術論
西洋芸術論
学習院史Ⅰ

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

学習院史Ⅱ
人間関係論Ⅰ
人間関係論Ⅱ
人間関係論Ⅲ
人間関係論Ⅳ
人間関係論Ⅴ
人間関係論Ⅵ
人間関係論Ⅶ
生活環境論Ⅰ
生活環境論Ⅱ
生活環境論Ⅲ
生活環境論Ⅳ
生活環境論Ⅴ
社会環境論Ⅰ
社会環境論Ⅱ
社会環境論Ⅲ
社会環境論Ⅳ
自然環境論Ⅰ
自然環境論Ⅱ
自然環境論Ⅲ
自然環境論Ⅳ
地球環境論Ⅰ
地球環境論Ⅱ
情報処理Ⅰ
情報処理Ⅱ
情報処理Ⅲ
情報処理Ⅳ
文献情報
社会調査法
日本語表現法Ⅰ
日本語表現法Ⅱ
日本語表現法Ⅲ
BASIC LISTENING
NEWS LISTENING
BASIC READING
READING & WRITING
SPEAKING PRACTICE
SPEAKING SKILLS
INTENSIVE READING & WRITING

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
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授　　業　　科　　目 単位 授　　業　　科　　目 単位

フランス語基礎Ⅰ
フランス語基礎Ⅱ
フランス語応用Ⅰ
フランス語応用Ⅱ
ドイツ語基礎Ⅰ
ドイツ語基礎Ⅱ
ドイツ語応用Ⅰ
ドイツ語応用Ⅱ
イタリア語基礎Ⅰ
イタリア語基礎Ⅱ
イタリア語応用Ⅰ
イタリア語応用Ⅱ
スペイン語基礎Ⅰ
スペイン語基礎Ⅱ
スペイン語応用Ⅰ
スペイン語応用Ⅱ
中国語基礎Ⅰ
中国語基礎Ⅱ
中国語応用Ⅰ
中国語応用Ⅱ
韓国語基礎Ⅰ
韓国語基礎Ⅱ
韓国語応用Ⅰ
韓国語応用Ⅱ
日本語Ⅰ
日本語Ⅱ
日本語Ⅲ
日本語Ⅳ
日本語Ⅴ
日本語Ⅵ
スポーツ・健康科学演習Ⅰ
スポーツ・健康科学演習Ⅱ
伝統文化演習Ⅰ
伝統文化演習Ⅰ（書道）
伝統文化演習Ⅱ
伝統文化演習Ⅱ（書道）
伝統文化演習Ⅲ
伝統文化演習Ⅳ

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

伝統文化演習Ⅴ
伝統文化演習Ⅵ
伝統文化演習Ⅶ
伝統文化演習Ⅷ
伝統文化演習Ⅸ
伝統文化演習Ⅹ
国際文化交流演習Ⅰ
国際文化交流演習Ⅱ
国際文化交流演習Ⅲ
国際文化交流演習Ⅳ
国際文化交流演習Ⅴ
国際文化交流演習Ⅵ
国際文化交流演習Ⅶ
国際文化交流演習Ⅷ
国際文化交流演習Ⅸ
国際文化交流演習Ⅹ
国際文化交流演習Ⅺ
国際文化交流演習Ⅻ
国際文化交流演習�
国際文化交流演習�
生活文化演習Ⅰ
生活文化演習Ⅱ
生活文化演習Ⅲ
生活文化演習Ⅳ
生活文化演習Ⅴ
生活文化演習Ⅵ
ボランティア演習
社会儀礼演習

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
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五　専門科目、共通科目又は資格の取得に関する科目に属さない科目

授業科目 単位

国外大学科目Ⅰ ２

国外大学科目Ⅱ ２

国外大学科目Ⅲ ２

国外大学科目Ⅳ ２

国外大学科目Ⅴ ２

国外大学科目Ⅵ ２

国外大学科目Ⅶ ２

国外大学科目Ⅷ ２

国外大学科目Ⅸ ２

国外大学科目Ⅹ ２

国外大学科目Ⅺ ２

国外大学科目Ⅻ ２

国外大学科目� ２

国外大学科目� ２

国外大学科目� ２

外国語認定科目Ⅰ ２

外国語認定科目Ⅱ ２

外国語認定科目Ⅲ ２
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別表 ２
一　教職課程に関する科目

授　　業　　科　　目 単位 授　　業　　科　　目 単位

教職概論
教育基礎論
教育心理学
教育制度論
教育課程論
国語科教育法Ⅰ
国語科教育法Ⅱ
国語科教育法Ⅲ
国語科教育法Ⅳ
英語科教育法Ⅰ
英語科教育法Ⅱ
英語科教育法Ⅲ

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

英語科教育法Ⅳ
道徳教育指導論
特別活動指導論
教育方法・技術
生徒･進路指導論
教育相談
教育実習Ⅰ
教育実習Ⅱ
教職実践演習（中・高）
特別支援教育概論
総合的な学習の時間の指導法
学校インターンシップ

２
２
２
２
２
２
３
２
２
１
２
１

二　図書館司書に関する科目

授　　業　　科　　目 単位 授　　業　　科　　目 単位

生涯学習概論
図書館概論
図書館制度・経営論
図書館情報技術論
図書館サービス概論
情報サービス論
児童サービス論
情報検索演習

２
２
２
２
２
２
２
２

レファレンスサービス演習
図書館情報資源概論
情報資源組織論
情報資源組織演習Ⅰ
情報資源組織演習Ⅱ
図書館基礎特論
図書・図書館史
図書館サービス特論

２
２
２
２
２
２
２
２

三　博物館に関する科目

授　　業　　科　　目 単位 授　　業　　科　　目 単位

生涯学習概論
博物館概論
博物館経営論
博物館資料論
博物館資料保存論
博物館展示論
博物館情報・メディア論
博物館教育論
博物館実習Ⅰ
博物館実習Ⅱ
形象文化論Ⅰ
形象文化論Ⅱ

２
２
２
２
２
２
２
２
１
２
２
２

形象文化論Ⅲ
形象文化論Ⅳ
形象文化論Ⅴ
形象文化論Ⅵ
日本芸術論
西洋芸術論
歴史資料論Ⅰ
歴史資料論Ⅱ
民俗学Ⅰ
民俗学Ⅱ
民俗文化論Ⅰ
民俗文化論Ⅱ

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
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授　　業　　科　　目 単位 授　　業　　科　　目 単位

民俗文化論Ⅲ
民俗文化論Ⅳ
比較民俗文化論Ⅰ
比較民俗文化論Ⅱ
日本生活文化史Ⅰ
日本生活文化史Ⅱ
日本生活文化史Ⅲ
日本生活文化史Ⅳ
日本生活文化史Ⅴ
日本生活文化史Ⅵ
日本史論Ⅰ

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

日本史論Ⅱ
日本史論Ⅲ
日本史論Ⅳ
日本文化交流史Ⅰ
ヨーロッパ文化論
東欧文化論
アジア文化論
文化遺産学
自然環境論Ⅰ
地球環境論Ⅰ
地球環境論Ⅱ

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

四　日本語教員養成講座に関する科目

授　　業　　科　　目 単位 授　　業　　科　　目 単位

応用日本語学Ⅰ
応用日本語学Ⅱ
日本語教授法Ⅰ
日本語教授法Ⅱ
日本語表現法Ⅰ
日本語表現法Ⅱ
日本語表現法Ⅲ
日本語学Ⅰ

２
２
２
２
２
２
２
２

日本語学Ⅱ
日本語学Ⅲ
言語学Ⅰ
言語学Ⅱ
社会言語学Ⅰ
社会言語学Ⅱ
言語地理学

２
２
２
２
２
２
２

別表 ３

区　　分 適　　　　用　　　　者 金　額（円）

入学検定料 平成10年度以後の入学につき出願の手続きを行う者 35,000

入　学　金 平成25年度以後の入学につき入学の手続きを行う者 200,000

別表 ４

区　　　分
年　　額
（円）

分納額及び分納期

第　１　期
４月30日まで

第　２　期
９月30日まで

在　籍　料 60,000 60,000 ―

授　業　料 860,000 430,000 430,000

施設設備費 220,000 220,000 ―
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別表 ５ （履修生）

区　　分 金　額（円） 摘　　　　　要

選　考　料 20,000

登　録　料 10,000 　２年以上継続して履修する場合は初年度のみ

履　修　料 40,000 　春学期又は秋学期の１科目あたりの額

別表 ６ （研究生）

区　　分 年　額（円）

研究指導料 560,000
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学習院女子大学学位規程

第 １章　総　　　　　則

（目的）
第 １条　この規程は、学習院女子大学（以下「本学」という。）において授与する学位について学位規

則（平成３年文部省令第27号）第13条の規定、学習院女子大学学則（以下「本学学則」という。）及
び学習院女子大学大学院学則（以下「本大学院学則」という。）に基づき、必要な事項を定める。

（学位の名称）
第 ２条　本学において授与する学位は、学士及び修士とする。
２　学士の学位には、次の区分により専攻分野を付記する。
　　　学士（日本文化）
　　　学士（国際コミュニケーション）
　　　学士（英語コミュニケーション）
３　修士の学位には、次の専攻分野を付記する。
　　　修士（国際文化交流）

第 ２章　学　　　　　士

（学士の学位）
第 ３条　本学において、規定の修業年限を満たし、所定の授業科目を履修し、卒業に必要な単位を修得

した者には、本学学則の定めるところにより、学士の学位を授与する。
（学士学位授与の時期）
第 ４条　学士の学位を授与する時期は、３月又は９月とする。

第 ３章　修　　　　　士

（修士の学位）
第 ５条　本学大学院の課程を経た者には、本大学院学則の定めるところにより、修士の学位を授与する。
（修士論文又は特定課題研究報告書の提出）
第 ６条　修士論文又は特定課題研究報告書（以下「修士論文等」という。）は、学位申請書を添え、研

究指導教員を経て研究科委員長に提出する。
２　修士論文等の提出は在学中でなければならない。
（修士論文等）
第 ７条　修士論文等は、主論文１篇又は主報告書１篇とする。ただし、自著の参考論文を添付すること

ができる。
２　修士論文等において使用する言語は、研究科委員会において定める。
（特定課題研究報告書）
第 ８条　特定課題研究報告書は、「海外特別演習」又は「インターン研修」を履修し、研究指導教員の

承諾を得た者のみが提出できる。
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２　特定課題研究について必要な事項は、別に定める。
（審査委員）
第 ９条　修士論文等の審査委員は、次の各号に定めるものとする。
　一　研究指導教員
　二　当該修士論文等の内容に最も近い科目あるいはこれに関連する科目の授業を担当する教授又は准

教授２名以上。ただし研究科委員会は、審査のために適切であると認めたときは、このうちの１名に
代えて、第３項に定める者を審査委員とすることができる。

２　修士論文等の審査においては、研究指導教員が主査となる。ただし、研究科委員会は、准教授が研
究指導教員である場合において、審査のため必要があると認めたときは、研究指導教員以外の教授を
主査とすることができる。

３　研究科委員会は、審査のため必要があると認めたときは、第１項に掲げる者以外の本学大学院担当
教員又は学外の大学院・研究所の教員等を審査委員に加えることができる。

（審査及び試験）
第１0条　審査委員は、修士論文等の審査及び試験を行う。
２　試験は、修士論文等を中心として、これに関連のある分野について口頭により行うものとする。た

だし、論文等の審査の結果、その内容が著しく不良であると認めるときは、試験は行わない。
（審査委員の報告）
第１１条　審査委員は、修士論文等の審査及び試験を終えたときは、修士論文等とともにその審査の要旨、

試験の結果の要旨に、学位を授与できるか否かの意見を付して、速やかに研究科委員会に提出しなけ
ればならない。

（研究科委員会の議決）
第１２条　研究科委員会は、前条の報告に基づいて、修士の学位を授与すべきか否かを議決する。
２　前項の議決には、研究科委員会委員の３分の２以上の出席を必要とし、修士の学位を授与するには、

出席委員の３分の２以上の賛成がなければならない。
（審査結果の報告）
第１３条　研究科委員会が前条の議決をしたときは、研究科委員会委員長は学位論文審査の要旨及び試験

の結果の要旨を文書で学長に報告しなければならない。
２　試験を行わないで、修士の学位を授与できないものと議決したときは、試験の結果の要旨を添える

ことを要しない。
（修士学位の授与）
第１４条　学長は、前条の報告に基づき、修士の学位を授与すべき者には修士の学位記を授与し、修士の

学位を授与できないものと議決された者にはその旨を通知する。
（修士学位授与の時期）
第１５条　修士の学位を授与する時期は、３月又は９月とする。ただし、研究科委員会の決定するところ

により、３月のみとすることができる。

第 ４章　学位の名称

（学位の名称）
第１６条　本学から学位を授与された者が学位の名称を用いる場合には、次のように授与された学位に

従って学位の種類、専攻分野及び本学名を付記するものとする。
　　　学士（日本文化）学習院女子大学



学
位
規
程

— 45 —

学
位
規
程

　　　学士（国際コミュニケーション）学習院女子大学
　　　学士（英語コミュニケーション）学習院女子大学
　　　修士（国際文化交流）学習院女子大学

第 ５章　学位の取消

（学位の取消）
第１７条　学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき又は学位の

名誉を汚す行為をしたときは、学長は、学士については教授会の議を経て、修士については研究科委
員会の議を経て、学位を取り消すことができる。

２　前項の議決は、学士については教授会構成員の、修士については研究科委員会委員の３分の２以上
の出席を必要とし、出席者の３分の２以上の賛成がなければならない。

第 ６章　学　　位　　記

（学位記及び書類の様式）
第１８条　学位記及び学位の申請に関する書類の様式は、別表による。
２　学位記の授与日は、元号で表記する。

第 ７章　改　　　　　正

（改正）
第１９条　この規程の改正は、研究科委員会及び教授会の議を経て行う。

　　　　附　則
　この規程は、平成16年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　この規程は、平成18年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　この規程は、令和元年５月１日から施行する。
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別　表
　　学士　学習院女子大学学則第 35 条
　　　　　学習院女子大学学位規程第３条による
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修士　ア（修士論文による場合）
　　　　　学習院女子大学大学院学則第 21 条
　　　　　学習院女子大学学位規程第５条および第６条による

　　　イ（特定課題研究報告書による場合）
　　　　　学習院女子大学大学院学則第 21 条
　　　　　学習院女子大学学位規程第５条および第６条による
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学習院女子大学大学院長期履修生規程
（趣旨）
第 １条　この規程は、学習院女子大学大学院（以下「本大学院」という。）学則第33条第５項に基づき、

長期履修生に関し必要な事項を定める。
（長期履修生）
第 ２条　本大学院学則第33条に基づき入学を許可された者は、長期履修生となることができる。
（履修計画年数）
第 ３条　長期履修生は、３年・４年・５年・６年・７年・８年のいずれかの履修計画年数を選択し、入

学時に申請しなければならない。
２　入学時に申請し許可された履修計画年数は、変更することはできない。
（在学年限）
第 ４条　長期履修生は、休学期間を除き８年を超えて在学することはできない。
（休学）
第 ５条　長期履修生の休学期間は、通算して４学期を限度とする。
（入学金・授業料その他）
第 ６条　長期履修生の入学金・授業料その他は、本大学院学則第27条第２項及び第３項並びに第30条か

ら第32条までの規定による。
２　前項の規定にかかわらず、長期履修生が履修計画年数を超えて在学する場合は、本大学院学則別表

３の授業料及び施設設備費を納付しなければならない。
（改正）
第 ７条　この規程の改正は、研究科委員会の議を経て、学長が行う。
　　　　附　則
　この規程は、平成25年４月１日より施行する。

学習院女子大学大学院科目等履修生規程
（目的）
第 １条　この規程は、学習院女子大学大学院学則（以下「学則」という。）第34条に基づき、科目等履

修生に関して必要な事項を定める。
（科目等履修生）
第 ２条　学習院女子大学大学院（以下「本大学院」という。）学生以外の者で、本大学院の授業科目の

１科目あるいは数科目の履修を希望し、本学研究科委員会の承認を得た者を科目等履修生という。
（履修期間）
第 ３条　履修期間は半年とし、学期ごとに願い出るものとする。
（単位の認定）
第 ４条　科目等履修生は、履修した授業科目の修了試験を受けることができる。
２　前項の試験に合格した者には、単位修得証明書を交付する。
（出願手続き）
第 ５条　出願する者は、出願要項に定められた期間内に、次の書類等を提出しなければならない。
　一　科目等履修生願（所定の用紙）
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　二　最終卒業学校の卒業証明書又は修了証明書及び学業成績証明書
　三　履歴書（市販用紙、最近３か月以内撮影の写真添付）
　四　学則別表５に定める選考料
２　前項の規定にかかわらず、学習院女子大学の卒業生については、第２号及び第３号の書類の提出を

免除する。ただし、卒業後１年以上経過した者は、第３号の書類を提出しなければならない。
（登録手続き）
第 ６条　履修を許可された者は、以下に掲げる費用の全額を、出願要項に記載する期間内に納入しなけ

ればならない。
一　学則別表５に定める登録料
二　学則別表５に定める履修料
三　履修費等の経費を納入しなければならない授業科目にあってはその経費
２　前項の手続きを完了した者には、科目等履修生証を交付する。
（履修科目数の制限）
第 ７条　科目等履修生が履修できる科目数及び単位数は、１学期につき４科目８単位までとする。ただ

し、学位授与機構の修士学位を取得する目的で履修する場合は、研究科委員会の審査に基づき、上限
を超えて履修を許可することがある。

（規則の遵守）
第 ８条　科目等履修生は、正規課程の学生と同様に本学の諸規則を遵守しなければならない。
（改正）
第 ９条　この規程の改正は、研究科委員会の議を経て行う。
　　　　附　則
　この規程は、平成18年４月１日から施行する。

学習院女子大学大学院委託生規程
（趣旨）
第 １条　この規程は、学習院女子大学大学院（以下「本大学院」という）学則第35条の規定に基づき、

委託生に関して必要な事項を定める。
（委託生）
第 ２条　大学を卒業した者、又は本大学院研究科委員会（以下「研究科委員会」という）によってこれ

と同等以上の学力があると認められた者が、官公庁、外国政府、その他の機関又は団体の委託に基づ
き、研究を主たる目的として本大学院に入学を希望する場合には、選考の上委託生として入学を許可
することがある。

（選考）
第 ３条　委託生の選考は、研究科委員会が行う。
（受入期間）
第 ４条　委託生の入学時期は毎学期の始めとし、在学期間は１学期又は２学期とする。ただし、研究科

委員会において特別の事由があると認めた場合は、この限りではない。
（単位の認定）
第 ５条　委託生は、１学期につき５科目10単位を限度として本大学院の授業科目を履修することができ

る。
2 　履修した授業科目の修了試験に合格した者には、単位修得証明書を交付する。
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（出願手続き）
第 ６条　委託生の出願は、所定の委託生願書に必要事項を記載し、これに本人の履歴書及び委託生研究

計画書を添えて学長に願い出るものとする。
（受入れの許可）
第 ７条　委託生の受入れは、研究科委員会の議を経て、学長が許可する。
（受託料）
第 ８条　委託生として入学が許可された者は、本大学院学則別表６の受託料を納付しなければならない。

ただし、委託生が授業科目の履修を希望しない場合の受託料は別に定めるところによる。
（学生証）
第 ９条　委託生は所定の学生証の交付を受け、常に携帯しなければならない。
（施設等の利用）
第１0条　委託生が研究等に必要な学習院女子大学諸施設の利用については、本大学院学生に準じる範囲

とする。
（学修報告）
第１１条　委託生は研究等が完了した時点で、指導教員の指導に基づき研究等の成果を本大学院研究科委

員長に報告するものとする。
（規則等の遵守）
第１２条　委託生は、正規課程の本大学院学生と同様に本大学院の諸規則を遵守しなければならない。
（改正）
第１３条　この規程の改正は、研究科委員会の議を経て、学長が行う。
　　　　附　則
　この規程は、平成24年４月１日から施行する。

学習院女子大学大学院研究生規程
（目的）
第 １条　この規程は、学習院女子大学大学院学則（以下「学則」という。）第36条に基づき、研究生に

関して必要な事項を定める。
（研究生）
第 ２条　大学院修士課程（博士前期課程）修了者、又は学習院女子大学研究科委員会（以下「委員会」

という。）によってこれと同等以上の学力があると認められた者が、本学教員の指導のもとに、特定
の専門事項についての研究を願い出たときは、委員会の承認を経て研究生となることができる。

２　研究生は、指導教員の研究指導を受けなければならない。
（研究期間）
第 ３条　研究期間は、原則として２学期とする。
（修了試験の受験）
第 ４条　研究生がその履修した科目の修了試験を受けることを希望した場合には、研究科委員会の議を

経て許可することがある。
２　前項により修了試験を受けることを希望した者が成績証明書を請求したときは、これを交付する。
（出願手続き）
第 ５条　出願する者は、出願要項に記載する期日までに、次の書類等を提出しなければならない。
　一　研究生願（所定の用紙）
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　二　最終大学院の修了証明書及び学業成績証明書
　三　履歴書（市販用紙、最近３か月以内撮影の写真添付）
　四　最終大学院教員による推薦書
２　前項の規定にかかわらず、本大学院卒業生については、第２号から第４号までの書類の提出を免除

する。ただし、卒業後１年以上経過した者は、第１号及び第３号の書類を提出しなければならない。
（研究指導料）
第 ６条　研究生として許可された者は、以下に掲げる費用の全額を、出願要項に記載された期間内に納

入しなければならない。
　一　学則別表６に定める研究指導料
　二　履修費等の経費を納入しなければならない授業科目にあってはその経費
２　前項の手続きを完了した者には、研究生証を交付する。
（規則の遵守）
第 ７条　研究生は、正規課程の学生と同様に本学の諸規則を遵守しなければならない。
（改正）
第 ８条　この規程の改正は、委員会の議を経て行う。
　　　　附　則
　この規程は、平成16年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　この規程は、平成21年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　この規程は、平成25年４月１日から施行する。

学習院女子大学科目等履修生規程
（趣旨）
第 １条　この規程は、学習院女子大学学則（以下「学則」という。）第41条に基づき、科目等履修生に

関して必要な事項を定める。
（科目等履修生）
第 ２条　学習院女子大学（以下「本学」という。）学生以外の者で、本学の授業科目について履修を希望し、

本学教授会（以下「教授会」という。）の承認を得た者を科目等履修生という。
２　科目等履修生は、図書館司書に関する科目を履修することはできない。ただし、次の各号に掲げる

者が科目等履修生として認められたときは、この限りでない。
　一　本学大学院学生
　二　本学の卒業生又は大学院修了生
　三　学習院大学の学生（大学院学生を含む。）
　四　学習院大学の卒業生又は大学院修了生で在学中に特別履修生又は科目等履修生として図書館司書

に関する科目の単位を修得した者
３　科目等履修生は、博物館に関する科目（博物館に関する科目に該当する各学科の専門科目及び共通

科目を除く）を履修することはできない。ただし、前項第１号又は第２号に該当する者は、この限り
でない。

４　履修することができない科目については、前２項のほか、出願要項に定める。
（履修期間）
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第 ３条　履修期間は半年とし、学期ごとに願い出るものとする。
（単位の認定）
第 ４条　科目等履修生は、履修した授業科目の修了試験を受けることができる。
２　前項の試験に合格した者には、単位修得証明書を交付する。ただし、第２条第２項第１号及び第２

号以外の科目等履修生が、博物館に関する科目に該当する各学科の専門科目又は共通科目を履修した
場合、その単位は、博物館法に定める学芸員の資格取得に必要な単位には認定されない。

（出願手続）
第 ５条　出願する者は、出願要項に定められた期間内に、次の書類等を提出しなければならない。
　一　科目等履修生願（所定の用紙）
　二　最終学校の卒業又は修了証明書及び学業成績証明書
　三　学則別表５に定める選考料
２　前項の規定にかかわらず、学習院女子短期大学の卒業生、本学の卒業生又は大学院修了生、前学期

から継続して出願する者、本学大学院学生及び学習院大学の学生（大学院学生を含む。）については、
前項第２号の書類の提出を免除する。

３　第１項の規定にかかわらず、前学期から継続して出願する者、本学大学院学生及び学習院大学の学
生（大学院学生を含む。）については、第１項第３号の納入を免除する。

４　第１項の規定にかかわらず、学習院高等科又は学習院女子高等科に在籍する者については、第１項
第２号の書類の提出及び第１項第３号の納入を免除する。

（登録手続）
第 ６条　履修を許可された者は、以下に掲げる費用の全額を所定の期日までに納入しなければならない。
　一　学則別表５に定める登録料
　二　学則別表５に定める履修料
　三　履修費等の経費を納入しなければならない授業科目にあってはその経費
２　前項の手続を完了した者には、科目等履修生証を交付する。
３　第１項の規定にかかわらず、前学期から継続して履修する者、本学大学院学生及び学習院大学の学

生（大学院学生を含む。）については、第１項第１号の納入を免除する。
４　第１項の規定にかかわらず、本学大学院学生及び学習院大学の学生（大学院学生を含む。）につい

ては、第１項第２号の納入を免除する。
５　第１項の規定にかかわらず、学習院高等科又は学習院女子高等科に在籍する者については、第１項

第１号及び第１項第２号の納入を免除する。
（規則の遵守）
第 ７条　科目等履修生は、正規課程の学生と同様に本学の諸規則を遵守しなければならない。
（改正）
第 ８条　この規程の改正は、教授会の議を経て行う。
　　　　附　則
　この規程は、平成10年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　この規程は、平成25年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　この規程は、平成27年５月28日から施行する。
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学習院女子大学大学院と日本女子大学大学院
との間における学生交流に関する協定書

　学習院女子大学大学院国際文化交流研究科修士課程と、日本女子大学大学院家政学研究科修士課程、
文学研究科博士課程前期及び人間社会研究科博士課程前期（以下「両大学院」という。）は、大学院間
の提携により、学生の修学機会の拡大を図るため、学生交流に関する下記の協定を締結する。
１．（受入れ）

両大学院に所属する学生が、受け入れ先研究科に設置された授業科目の履修及び単位の修得を希望
するときは、両大学院は当該学生を受け入れることができる。

２．（受入れ学生の身分）
両大学院が受け入れた学生の身分は、学習院女子大学大学院にあっては「大学院交流学生」日本女
子大学大学院にあっては「特別聴講学生」と呼称する。

３．（修得単位数・単位の認定）
修得できる単位数は、10単位を限度としてその学生の所属する大学院の定める範囲とする。修得し
た単位は、所属大学院において修得したものと認定することができる。認定に関わる事項は、学生
が所属する研究科が定めるところによる。

４．（提供科目）
両大学院は設置する授業科目のうち本協定で履修できる授業科目を提供科目として選定し、相互に
通知するものとする。

５．（履修手続き）
受け入れ先研究科の授業科目の履修を希望する学生は、所属大学院の指導教員の承認を得て、年度
当初に所定の願書を所属大学院へ提出する。

６．（履修の許可）
本協定に基づく履修は、学生の所属研究科及び受け入れ先研究科の審議を経て許可される。ただし、
履修学生数等の理由により履修が不許可となることもある。

７．（成績評価）
両大学院が受け入れた学生が履修した授業科目の成績の評価および単位は、受け入れ先研究科が定
めるところにより行い、これを学生の所属研究科に通知する。成績の評価表示は学生の所属研究科
において行う。

８．（履修料）
両大学院は、受け入れた学生の履修料は徴収しない。ただし、授業の履修に必要な実験・実習費等
特別な経費については、この限りではない。

９．（設備の利用）
両大学院は、受け入れた学生が授業科目の履修に必要とする設備の利用について、それぞれ便宜を
供与するものとする。

10．（協議事項）
この協定書に定めるものの他、協定の実施に関し必要な事項は、その都度、双方で協議するものと
する。

11．（改廃）
本協定の改廃は両大学院の協議を経て行うものとする。

　　　　附　則
　本協定は、2005年４月１日より施行する。



諸
規
程
等

— 57 —

諸
規
程
等

早稲田大学大学院文学研究科と学習院女子大学大学院
国際文化交流研究科における学生交流に関する協定書
（趣旨）
第 １条　早稲田大学大学院文学研究科と学習院女子大学大学院国際文化交流研究科（以下「両大学院」

という。）は、大学院間の提携により、学生の修学機会の拡大を図るため、学生交流に関する協定を
締結する。

（対象となる専攻）
第 ２条　この協定書は、早稲田大学大学院文学研究科芸術学（演劇映像）専攻、美術学（美術史）専攻と学

習院女子大学大学院国際文化交流研究科国際文化交流専攻との間における単位互換を対象とする。
（受入れ）
第 ３条　両大学院に所属する学生が、受け入れ先研究科に設置された授業科目の履修及び単位の修得を

希望するときは、両大学院は当該学生を受け入れることができる。
（受入人数）
第 ４条　当該年度の受入れ学生数は、原則として両大学院研究科双方同数とする。
（受入れ学生の身分）
第 ５条　両大学院が受け入れた学生の身分は、早稲田大学大学院にあっては「交流学生」学習院女子大

学大学院にあっては「大学院交流学生」と呼称する。
（修得単位数・単位の認定）
第 ６条　修得できる単位数は、８単位を限度としてその学生の所属する大学院の定める範囲とする。修

得した単位は、所属大学院において修得したものと認定することができる。認定に関わる事項は、学
生が所属する研究科が定めるところによる。

（提供科目）
第 ７条　両大学院は設置する授業科目のうち本協定で履修できる授業科目を提供科目として選定し、相

互に通知するものとする。
（履修手続）
第 ８条　受け入れ先研究科の授業科目の履修を希望する学生は、所属大学院の指導教員の承認を得て、

年度当初に所定の願書を所属大学院へ提出する。
（履修の許可）
第 ９条　本協定に基づく履修は、学生の所属研究科及び受け入れ先研究科の審議を経て許可される。た

だし、履修学生数等の理由により履修が不許可となることもある。
（成績評価）
第１0条　両大学院が受け入れた学生が履修した授業科目の成績の評価および単位は、受け入れ先研究科

が定めるところにより行い、これを学生の所属研究科に通知する。成績の評価表示は学生の所属研究
科において行う。

（学費）
第１１条　両大学院は、受け入れた学生の学費は徴収しない。ただし、授業の履修に必要な実験・実習費

等特別な経費については、この限りではない。
（設備の利用）
第１２条　両大学院は、受け入れた学生が授業科目の履修に必要とする設備の利用について、それぞれ便

宜を供与するものとする。
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（協議事項）
第１３条　この協定書に定めるものの他、協定の実施に関し必要な事項は、その都度、双方で協議するも

のとする。
（改廃）
第１４条　本協定の改廃は両大学院の協議を経て行うものとする。
　　　　附　則
　本協定は、2006年４月１日より施行する。

学習院大学大学院人文科学研究科と学習院女子大学大学
院国際文化交流研究科における学生交流に関する協定書

（趣旨）
第 １条　学習院大学大学院人文科学研究科と学習院女子大学大学院国際文化交流研究科（以下「両研究

科」という。）は、相互の交流を促進し、学生の修学機会の拡大を図るため、学生交流に関する協定
を締結する。

（受入れ）
第 ２条　両研究科に所属する修士課程または博士前期課程の学生が、受け入れ先研究科に設置された授

業科目の履修及び単位の修得を希望するときは、両研究科は当該学生を受け入れることができる。
（受入れ学生の身分）
第 ３条　両研究科が受け入れた学生の身分は、ともに「大学院交流学生」とする。
（修得単位数・単位の認定）
第 ４条　修得できる単位数は、８単位を限度としてその学生の所属する研究科の定める範囲とする。修

得した単位は、所属研究科において修得したものと認定することができる。認定に関わる事項は、学
生が所属する研究科が定めるところによる。

（提供科目）
第 ５条　両研究科は設置する授業科目のうち本協定で履修できる授業科目を提供科目として選定し、前

年度の３月までに相互に通知するものとする。
（履修手続き）
第 ６条　受入れ先研究科の授業科目の履修を希望する学生は、所属研究科の指導教員及び受入れ先授業

科目担当教員の承諾を得て、所定の願書を指定期日までに所属研究科に提出する。
（履修の許可）
第 ７条　本協定に基づく履修は、学生の所属研究科及び受入れ先研究科の審議を経て許可される。ただ

し、履修学生数等の理由により履修を許可しないこともある。
（成績評価）
第 ８条　交流学生の成績評価及び単位認定は、受入れ先研究科が定めるところにより行い、これを学生

の所属研究科に通知する。成績の評価表示は学生の所属研究科の方式による。
（学費）
第 ９条　交流学生の学費は互いに徴収しないものとする。ただし実習費等が必要になる場合には徴収す

る。
（設備の利用）
第１0条　両研究科は、交流学生が履修上必要とする設備の利用については、相互に便宜を供与する。
（協議事項）
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第１１条　この協定書に定めるもののほか、協定の運営に関し必要な事項は、その都度協議し、文書によ
り合意するものとする。

（改廃）
第１２条　本協定の改廃は、両研究科の協議を経て行うものとする。
　　　　附　則
　本協定は、平成24年４月１日より施行する。
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履　修　要　項
修了要件
　　学生は国際文化交流研究科を修了し、修士（国際文化交流）の学位を得るためには、原則として２

年間在籍し、履修規定に従って下記の単位数以上を修得しなければなりません。（大学院学則第11条
及び18条参照）

　　なお、修了見込証明書は、最終年次で残りの単位数が10単位以下の学生に対して発行します。ただ
し、修業年限を１年に短縮することを希望する者、留学した者、海外特別研修を履修した者は、当該
年次での修了が十分に見込まれる場合、最終年次で残りの単位数が10単位を超えていても修了見込証
明書を発行することがあります。

専攻 必修選択 自由選択 合計

国際文化交流専攻 16単位以上 14単位以上 30単位以上

１．単　位
１）１学年の学習期間は定期試験等の日を含めて35週で、これを春学期と秋学期の２学期にわけます
（本学学則第12条参照）。本大学院の授業科目は、半年15週をもって完結します。

２）授業の単位はすべて学習活動（教室における授業時間とその準備のための教室外における自習時
間とを含めて）45時間をもって１つの基準としています。

３）本大学院の授業科目の単位数は、次のようになります。
　・講義、演習の授業科目は、毎週２時間１学期で２単位。
　・研修の授業科目は、一定期間修了で２単位または４単位。

２．履修登録
１）履修授業科目の選定にあたっては、あらかじめ指導教員に相談し、その指示に従ってください。
２）履修登録は春・秋年２回実施します。日程等の詳細は、大学ポータルサイト（G-Port）及び掲示

で確認してください。
３）履修希望科目を大学ポータルサイト（G-Port）の履修登録画面で選択します。登録が終わったら、

登録画面を印刷し保管してください。（控えとして必ず印刷してください）
４）大学ポータルサイト（G-Port）履修登録確認画面で内容を確認し、印刷した登録画面と照合して

疑義のある場合は、定められた期日までに教務部に申し出てください。
５）登録完了後に履修登録を変更することはできません。

３．成績
　１）成績の評価は、S・A・B・C・F・X・Nをもって行い、その評価換算基準は以下のとおりです。

合否 合格 不合格

評価 S A B C F X N

素点 100-90 89-80 79-70 69-60 59-0 評価なし

試験未受験・出席不良等、成績評
価の前提を満たしていないもの

修得単位として
認定されたもの
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　２ ）就職等本学以外で使用するために発行される証明書には、S・A・B・C・Nの評価を記載し、F
とXは記載しません。

　３ ）履修したすべての授業科目の成績は９月下旬（春学期科目）及び３月下旬（秋学期科目）に大学
ポータルサイト（G-Port）上で発表します。

　４ ）所定の期間において、成績調査願を提出することで、単位修得に関する調査を依頼することがで
きます。成績調査願の受付は、９月（春学期科目）及び３月（秋学期科目）で、提出先は教務部と
します。詳細は大学ポータルサイト（G-Port）または掲示にて確認してください。

４．単位の認定
　 １）本大学院ならびに本大学院以外で修得した単位等の認定

（１）本大学院への入学以前に本大学院で修得した単位（科目等履修生、委託生又は交流学生とし
て修得した単位）は、大学院学則第14条及び第15条に基づき、14単位を限度として本大学院にお
ける修了に必要な単位として認定されます。

（２）本大学院への入学以前に他の大学院等で修得した単位は、大学院学則第14条及び第15条に基
づき、14単位を限度として本大学院における修了に必要な単位として認定されます。（海外の大
学院等も含む）

（３）本大学院への入学後、在学中に他の大学院等での科目等履修その他によって修得した単位は、
大学院学則第13条及び第15条に基づき、14単位を限度として本大学院における修了に必要な単位
として認定されます。（留学による海外の大学院等も含む）

　　ただし、本大学の学部開講科目の科目等履修によって修得した単位は、本大学院における修了
に必要な単位として認定されません。

（４）上記（１）～（３）にもとづいて修得した単位については、合わせて20単位を限度として本大
学院修了のために修得すべき単位数に算入することができます。

　 ２）本大学院ならびに本大学院以外で修得した単位等の認定手続
（１）本大学院への入学以前に本大学院で修得した単位の認定
　　入学以前に本大学院で修得した単位の認定を希望する者は、所定の手続きによって申請してく

ださい。研究科委員会で審議のうえ、認定の可否を決定します。
【申請手続】
　申請先：教務部
　申請方法：所定用紙（「単位認定申請書」）に記入し、次の書類を添えて提出してください。
　添付書類：本学が交付した成績証明書
　申請期限：2021年４月17日（土）

（２）本大学院への入学以前に他の大学院等で修得した単位の認定
　　入学以前に他大学院等で修得した単位の認定を希望する者は、所定の手続きによって申請して

ください。研究科委員会で審議のうえ、認定の可否を決定します。
【申請手続】
　申請先：教務部
　申請方法：所定用紙（「単位認定申請書」）に記入し、次の書類を添えて提出してください。
　添付書類：「履修要項」「講義内容」等を示す文書のコピー及び成績証明書
　申請期限：2021年４月17日（土）

（３）在学中に海外の大学院等で修得した単位の認定
　　留学生または協定留学生として外国の大学院等において修得した単位は、本大学院において修
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了に必要な単位とみなすことがあります。留学によって修得した単位の認定を希望する者は、所
定の手続きによって申請してください。研究科委員会で審議のうえ、認定の可否を決定します。

　［認定基準］
　　留学先の大学院等での単位修得科目の内容を勘案し、これと同等とみなされる本学の科目の単

位として認定する。
　【申請手続】
　　申請先：教務部
　　申請方法・期限：教務部に問い合わせてください。

（４）在学中に国内の大学院等で修得した単位の認定
　　在学中に他の大学院等での科目等履修その他によって修得した単位の認定を希望する者は、所

定の手続きによって申請してください。研究科委員会で審議のうえ、認定の可否を決定します。
　　他の大学院等で科目等履修その他を行う場合は、あらかじめ当該の大学院等と本大学院との間

で協議を行いますので、必ず日程に余裕をもって事前に指導教員と相談してください。
　　なお、大学院間交流の協定に基づき他大学大学院において修得した単位については、認定の手

続きの必要はありません。（「５．大学院間交流」を参照）
　【申請手続】
　申請先：教務部
《履修許可願》
申請方法：所定用紙（「他大学院等での科目等履修願」）に記入し、次の書類を添えて提出してく

ださい。
添付書類：科目等履修を行う大学院等の「履修要項」「講義内容」「時間割」等を示す文書のコピー
申請期限：2021年４月９日（金）

《単位認定申請》
申請方法：履修許可を受け、科目等履修または研究指導が終了した後に所定用紙（「単位認定申

請書」）に記入し、次の書類を添えて提出してください。
添付書類：成績証明書または研究指導者による評価を記した書類
申請期限：終了後１ヶ月以内

（５）他大学等で修得した司書課程履修にかかわる単位認定
　　司書課程を履修する場合、他大学等で修得した単位を図書館司書に関する科目の単位として認

定する場合があります。他大学の「履修要項（文部科学省省令科目と当該大学設置科目の対応表
を必ず含めること）」「講義内容」等のコピー及び成績証明書を持参のうえ、司書課程主任に問い
合わせてください。希望者は、ガイダンスで詳細を確認してください。

【申請手続】
　申請先：教務部
　申込方法・期限：教務部に問い合わせてください。

５．大学院間交流
　早稲田大学大学院、日本女子大学大学院、学習院大学大学院との協定に基づき、授業を履修する
ことができます。履修希望者は、大学院事務室に相談のうえ、教務部に申請書を提出してください。
　　　対象学生　　：大学院生（M １より可）
　　　履修科目　　：大学院事務室または教務部にて提供科目一覧を参照してください。
　　　履修単位上限： ８単位（早稲田大学大学院）、10単位（日本女子大学大学院）、８単位（学習
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院大学大学院）
　　　申請期間　　：2021年４月５日（月）～４月９日（金）13：00　期限厳守
　　　申請・申請書類配布：教務部
　　　修得単位　　：自由選択科目として修了単位に算入されます。
　　　授業料　　　：科目ごとに演習料・実習費等を徴収することがあります。
　　　（注意）受付は年１回のため、秋学期分も同時に申請してください。

６．学部開講科目の科目等履修
　本大学国際文化交流学部が開講する授業を科目等履修生として履修することができます。履修希
望者は、大学院事務室に相談のうえ、教務部に申請書を提出してください。
　履修を申請できる科目は、原則として演習科目・実習科目を除く講義科目に限られます。受講人
数に制限がある、大学院生の受講に適さない等の理由から、科目によっては履修を申請しても受講
が認められない場合があります。
　　　対象学生　　：大学院生
　　　履修対象科目：学習院女子大学国際文化交流学部が開講する講義科目
　　　申請期間　　：2021年４月１日（木）～４月６日（火）13：00
　　　　　　　　　：2021年９月３日（金）～９月10日（金）13：00
　　　申請・申請書類配布：教務部
　　　履修科目上限：１学期につき２科目まで
　　　（注意）
　　　① 資格課程履修者の場合、履修科目上限は資格課程の科目と合わせて１学期につき６科目ま

でとなります。（「資格課程の履修について」を参照。）
　　　② 履修希望者は、履修する科目を検討し、その内容について指導教員の承諾を得たうえで申

請してください。研究科委員会・教務委員会の審議、本学教授会での承認を経て、科目等
履修生となります。

　　　③科目等履修生として修得した学部開講科目の単位は、修了に必要な単位に含まれません。



カリキュラム・ポリシー
ディプロマ・ポリシー
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学習院女子大学大学院　国際文化交流研究科

（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー）

ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）
　本学大学院は、国際文化交流に係る学部教育の基礎の上に、高度にして専門的な学術の理論及び実践
面への応用を教授研究することを通じて、アートマネジメント、国際協力、日本学・比較文化、国際関
係・地域研究の専門家の養成、並びにそれらに関わる学術研究の専門家の養成を目的とします。

　本学大学院では、本学学則に定める期間在学して、30単位以上を修得した上で、修士論文または特定
課題研究報告書を通じて以下に示した能力を身につけた者に、「修士（国際文化交流）」の学位を授与し
ます。

１．それぞれの研究分野の専門知識を修得し、柔軟な思考力とともに論理的かつ実証的な研究を行う能
力を身につけ、国際文化交流に寄与するとともに、その発展に貢献できる力を有していること。

２．研究成果を国内外に発信することができ、高度な技能を有する実務家として社会で活躍できる、あ
るいは創造性豊かな研究者となる能力を身につけていること。

【修士論文審査基準】
　●先行研究の十分な調査
　●研究の独創性
　●論文構成の適切性（論旨の一貫性、明確性）
　●注表記、引用、参考文献の妥当性
　●研究史において研究の位置づけが明確であること
　●的確な問題提起があること
　●理論や事実に基づく分析の妥当性

【特定課題研究報告書審査基準】
　●高度な専門性を有する研修計画
　●先行研究の十分な調査に基づく報告書
　● 「海外特別研修」又は「インターン研修」での活動に裏付けられた理論や事実に基づく分析の妥当

性
　●研究報告書の構成の適切性（論旨の一貫性、明確性）
　●注表記、引用、参考文献の妥当性
　●研究史において研究の位置づけが明確であること
　●的確な問題提起があること

カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成実施方針）
　国際文化交流の専門家に必要な実践能力・研究能力・問題解決能力を育成するため、以下の４つのプ
ログラムを提供します。
　●「アートマネジメント」プログラム
　●「国際協力」プログラム
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　●「日本学・比較文化」プログラム
　●「国際関係・地域研究」プログラム
　「アートマネジメント」プログラムでは、芸術と文化の創造・普及活動の現場において、企画・制作・
運営を担当するための専門知識と技術の獲得を目的とし、「国際協力」プログラムでは、地域の自然環
境や文化・価値体系への配慮、国際関係への理解等の国際協力に必要な専門知識及び能力の養成を目
的としてカリキュラムを編成しています。また、「日本学・比較文化」プログラムでは、歴史的な経緯
と現代の状況を踏まえた比較文化の視点をもって日本の伝統文化と現代文化に深く習熟することを目指
し、「国際関係・地域研究」プログラムでは、諸外国、諸文化との相互理解をより専門的に追究するこ
とを目指してカリキュラムを組んでいます。
　各プログラムは、それぞれの目的に応じた専門能力を養うため、「演習科目」「実務演習科目」「特殊
研究科目」「研修科目」によって編成されています。また、国際交流の学際的、総合的性格を考慮し、
柔軟な思考と広範な視野を養うため専門領域の異なる複数の教員による研究指導を行い、特定専門領域
にとらわれない多角的視点からのアプローチや、様々な研修・インターンの機会を通じた実践経験の機
会を提供します。
　すべての学生にはこれらを通じて修得した高度な専門能力を証明するために修士論文もしくは特定課
題研究が課されます。修士論文では研究指導教員の下に進めた研究の成果をまとめます。特定課題研究
では学生自らが設定したテーマに応じて、インターン研修、海外特別研修、又は国際文化交流研修を通
じて獲得した研究の成果をまとめます。
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国際文化交流研究科履修規定
１．学生は本研究科の所定の授業科目について、30単位以上を修得し、更に修士論文又は特定課題研究

報告書を提出し、かつ、最終試験に合格しなければならない。
２．学生は、授業科目の履修については必ず指導教員（主査）の許可を得なければならない。
３．単位の修得方法は、次の一覧表の通りとする。

　　国際文化交流研究科履修方法一覧

科目群名
必修選択 自由選択 合　計

備考
科目数 単位 科目数 単位 科目数 単位

演 習 科 目 群 ２ ４

7（6*） 14 15（14*） 30

実 務 演 習 科 目 群 ３ ６

特 殊 研 究 科 目 群 ３ ６

研 修 科 目 群

修 士 論 文 ／
特 定 課 題 研 究 １

特定課題研究はイ
ンターン研修又は
海外特別研修履修
者に限る

修得単位数 16単位 14単位 30単位

＊４単位科目である、インターン研修（長期）・海外特別研修（春・秋）を履修する場合

・指導教員（主査）の演習科目は、すべて履修しなければならない。ただし、指導教員が許可した
場合には、ⅠあるいはⅡのみを履修することができる。

・２年次以降において１年次履修と同一演習科目の履修を希望する場合は、担当教員の許可があれ
ば履修することができる。

・特定課題研究を選択する者は、インターン研修又は海外特別研修を履修しなければならない。た
だし、特に研究科委員会が認めた場合には、国際文化交流研修（国内）の履修をもって特定課題
研究を選択することができる。

・資格取得のために必要な場合は、本学学部で開講している科目を履修することができる。しかし、
修得単位は修了に必要な単位には算入されない。履修にあたっては「資格課程の履修について」
を熟読すること。
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履修に関する注意事項（指針）
・演習科目は、１年次より分野を越えて複数履修することが望ましい。
・演習Ⅰ、Ⅱが開講されている場合は、両方を履修することが望ましい。
・実務演習科目は、１年次より複数履修することが望ましい。
・特殊研究科目は、１年次に履修することが望ましい。
・「国際協力プログラム」希望者は、異なる４つの演習科目を履修することが望ましい。
・「国際協力プログラム」希望者は、「国際文化交流研修（海外）」を履修することが望ましい。
・「アートマネジメントプログラム」希望者は、「国際文化交流研修（国内）」を履修することが望

ましい。

研修科目群の履修について
　研修科目群の科目は他の科目群の科目と履修登録時期・方法や受講システムが異なる。詳細はシラバ
ス（研修によっては、別に配布される資料や掲示される情報を含む）を参考にしながら、必ず科目担当
教員及び指導教員（主査）に研修内容を確認し、指導を受けなければならない。
　以下の各研修科目の登録時期・方法等に関わる説明を参考にすること。

○国際文化交流研修（海外）
　春学期の履修登録期間に他の科目と同様に履修登録をすること。帰国後、必要書類の提出後、秋学期
以降に成績評価がなされる。
　春学期開始時に大学院掲示板に募集が告知されるので、掲示内容を確認のうえ、サポートセンターで
説明を聞き、必要書類を受け取り、履修登録をすませた後、書類を期限までにサポートセンターに提出
すること。
　この研修は事前研修と出発前ガイダンスが行われる。事前研修と出発前ガイダンスを受講しない者は
研修参加を認めない。開催スケジュールを確認し、必ず出席すること。

○国際文化交流研修（国内・春）・国際文化交流研修（国内・秋）
　研修を予定している学期の履修登録期間に他の科目と同様に履修登録をすること。指導教員（主査）
と相談しながら、実務体験ができる組織を選定し、研修内容を決定した後、科目登録申請書等の必要書
類を、大学院事務室に提出すること。実務体験を終え、必要書類が全て提出された後、原則として履修
登録した学期の科目として正式に登録・評価される。

○海外特別研修（春）・海外特別研修（秋）
　留学先あるいは海外での研究先及び内容が決定した後、渡航前に、科目登録申請書等の必要書類を大
学院事務室に提出すること。日本に帰国後、必要書類が全て提出された後、原則として研修を行った学
期の科目として正式に登録・評価される。

○インターン研修（長期・春）・インターン研修（長期・秋）・インターン研修（短期・春）・インター
ン研修（短期・秋）
　研修を予定している学期の履修登録期間に他の科目と同様に履修登録をすること。インターン先を決
定後、インターン活動開始前に、科目登録申請書等の必要書類を大学院事務室に提出すること。インター
ン先での活動を終え、必要書類が全て提出された後、原則として履修登録した学期の科目として正式に



履
修
規
定

— 75 —

履
修
規
定

登録・評価される。

「国際文化交流研修（国内）」履修の流れと注意事項
１．国際文化交流研修（国内）
　「国際文化交流研修（国内）」は、指導教員・研修担当教員の指導のもと、実務体験とそのための準備
及び実務体験後の報告、評価活動をする研修科目である。「２．国際文化交流研修（国内）履修の方法」
を熟読し、指導教員の指導のもと、書類作成、申請手続き等をすること。

実務体験時間の目安：
　「インターン研修（短期）」と同等＝10日以上、計80時間以上（残業時間を含む）勤務。
　（例：１日あたり８時間勤務×10日）

※異なる機関での実務体験は合算を認める。

２．国際文化交流研修（国内）履修の方法
⑴　指導教員・研修担当教員と相談のうえ、研修内容及び実務体験をする場の提供機関を選定する。
⑵　研修を予定している学期の履修登録期間に履修登録をする。
⑶　実務体験の場を提供してくださる機関からの受け入れの内諾を指導教員を通して得る。
⑷　①「国際文化交流研修（国内）単位修得申請書」、②「学習院女子大学大学院実務体験志望者身上書」

を研修担当教員に提出する。
　　　※受け入れ先組織の概要及び主たる活動、予定されている活動を記した別紙を添付する。
⑸　実務体験開始にあたっては、大学院事務室でインターン賠償責任保険の加入手続きを行わなければ

ならない。
⑹　実務体験終了後２週間以内（長期休暇中の場合は、翌学期開始から２週間以内）に、③「実務体験

報告書」及び④「実務体験日誌」を研修担当教員に提出する。

　　　※①～④の書類は本学ポータルサイト（G-Port）からダウンロードすること。

３．その他
⑴　個人情報の取り扱いについて
　学生は、身上書等の個人情報が実務体験の場を提供してくださる機関の事務業務範囲内で送付される
ことを了承するものとする（身上書への押印が必要）。本大学院に保管される身上書等の個人情報は厳
重な管理の下、原則、大学院修了後、３年間保管の後、破棄する。

「海外特別研修」履修の流れと注意事項
１．海外特別研修
　「海外特別研修」は、指導教員・研修担当教員の指導にもとづき、海外の研究機関または大学院にお
ける研究調査を計画・準備し、一定期間現地機関で研究指導を受けながら研究調査活動に従事したうえ
で、帰国後に研究調査の内容と成果について報告する研修科目である。以下の「２．海外特別研修履修
の方法」を熟読し、指導教員の指導のもと、書類作成、申請手続き等をすること。
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　研修期間は１学期または２学期とする。

２．海外特別研修履修の方法
⑴　指導教員・研修担当教員と相談し、研究調査の指導を受けられる海外の研究機関または大学院を選

定する。
⑵　研究調査の指導を受ける機関から受け入れの内諾を得る。
⑶　①「海外特別研修・単位修得申請書」、②「研究計画書」、③「誓約書」を大学院事務室に提出する。

　※受け入れ機関の概要及び主たる活動、予定されている活動を記した別紙を添付する。
⑷　研修を開始する前に、自身で適切な保険（海外保険や留学保険など。賠償責任保険を含むもの）に

加入し、契約内容について大学院事務室に報告する。
⑸　研修を終了して帰国後２週間以内（長期休業中の場合は、翌学期開始から２週間以内）に、④「研

究報告書」を大学院事務室に提出する。

　　　※①～④の書類は本学ポータルサイト（G-Port）からダウンロードすること。

３．その他
　海外特別研修の期間となる学期は、本大学院の科目に履修登録することができない。

　　　※ 研修期間中に海外の研究機関または大学院において修得した単位については、帰国後、10単位
を限度として修了に必要な単位として認定を申請することができる。（「履修要項」の「３．単
位の認定」の項目を参照）

　　　※海外特別研修の単位（２または４単位）は上記の10単位には含まれない。

「インターン研修」履修の流れと注意事項
１．インターン研修の種類
⑴　短期：２単位

【インターン認定条件】10日以上、計80時間以上（残業時間を含む）勤務。
（例：１日あたり８時間勤務×10日）
⑵　長期：４単位

【インターン認定条件】20日以上、計160時間以上（残業時間を含む）勤務。
（例：１日あたり８時間勤務×20日）
※異なる機関でのインターンは合算を認める。
※短期のインターンは「インターン研修（短期・春）」と「インターン研修（短期・秋）」の両方を履修

できる。
※長期のインターンは「インターン研修（長期・春）」あるいは「インターン研修（長期・秋）」のいず

れか一方のみしか履修できない。

２．インターン研修履修の方法
　以下を熟読し、指導教員・研修担当教員と相談のうえ、インターン先の選定、書類作成、申請手続き
等をすること。①～④の書類は本学ポータルサイト（G-Port）からダウンロードすること。
⑴　自ら研修内容を精査し、勤務時間・日数などの条件を確認したうえで、有意義な研修が可能となる
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組織・機関を選定する。
　　　※選定にあたり、不明な点は指導教員・研修担当教員と相談すること。
⑵　研修を予定している学期の履修登録期間に履修登録をする。
⑶　研修希望先へ受け入れの可否を確認し、研修受け入れの内諾を得る。
　　　※公募の場合は申請手続き等を行う。
⑷　①「インターン研修・単位修得申請書」、②「学習院女子大学大学院インターン研修志望者身上書」

を研修担当教員に提出する。
　　　※ 受け入れ先組織の概要及び主たる活動、予定されているインターン活動を記した別紙（公募の

場合は業務内容を記した募集要項等）を添付する。
　　　※ 書類提出時点で、学生が既にインターンとして過ごしていた場合、それまでの日数については、

これを認定しない。
⑸　受け入れ機関より覚書等を求められた場合、これが研究科にかかわる場合は研修担当教員に相談の

うえ、研究科へ提出する。
⑹　研究科委員会での志望インターン研修内容にかかわる審議・承認を経て、インターン研修を開始す

る。
　　　※審議前にインターン研修を開始することは可能だが、場合によっては承認されないこともある。
⑺　インターン開始にあたっては、大学院事務室でインターン賠償責任保険の加入手続きを行わなけれ

ばならない。
⑻　研修終了後２週間以内（長期休業中の場合は、翌学期開始から２週間以内）に、③「インターン研

修報告書」及び④「インターン日誌」を研修担当教員に提出する。

３．その他
⑴　個人情報の取り扱いについて
　学生は、身上書等の個人情報がインターン受け入れ機関の事務業務範囲内で送付されることを了承す
るものとする（身上書への押印が必要）。本大学院に保管される身上書等の個人情報は厳重な管理の下、
原則、大学院修了後、３年間保管後、破棄する。

履修科目の選択について（プログラム別科目履修例）
　次の表はプログラムごとに履修が望ましい科目を例示している。しかし、履修に際しては、この表で
区分した科目に制約されることなく、他のプログラムの科目として記載されている科目も履修すること
ができる。
　最終的に履修する科目については、修士課程在学中の研究課題、修了後の進路と照らし合わせ、指導
教員と相談し決定すること。
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アートマネジメントプログラム 国際協力プログラム 日本学・比較文化プログラム 国際関係・地域研究プログラム

演
習
科
目

文化マネジメント演習
芸術文化演習

☆国際開発協力演習
☆国際地域開発演習
国際文化協力演習
☆費用便益分析演習
地域資源開発・利用演習（生
物多様性保全利用）
地域資源開発・利用演習（食
糧安全保障）
環境コミュニケーション演習

日本学演習
比較文化演習
現代文化演習

国際関係分析演習
国際メディア分析演習
地域社会分析演習
国際マネジメント演習

実
務
演
習
科
目

企画立案（文化事業）
企画立案（文化協力）
☆プレゼンテーション
☆非営利団体演習（NPO）
ＰＲ演習
文化資料処理法

企画立案（政策課題）
企画立案（文化協力）
☆プレゼンテーション
☆ドラフティング
☆プロジェクト評価法
☆プロジェクト・マネジメント演習
☆非営利団体演習（NGO）
ＰＲ演習
統計処理法 

企画立案（文化事業）
企画立案（文化協力）
☆プレゼンテーション
ＰＲ演習
文化資料処理法

企画立案（政策課題）
☆非営利団体演習（NGO）
☆非営利団体演習（NPO）
統計処理法

特
殊
研
究
科
目

☆文化政策特殊研究
文化法特殊研究
文化経済特殊研究
文化資源情報特殊研究
アートマネジメント特殊研究
※比較文化特殊研究（芸術）
文化経営学特殊研究
※マーケティング特殊研究

☆国際関係特殊研究（国際経済）
※国際関係特殊研究（国際政治）
国際関係特殊研究（国際法・
国際機構）
☆文化政策特殊研究
文化法特殊研究
☆地域社会特殊研究
※比較文化特殊研究（芸術）
※比較文化特殊研究（文学）
比較文化特殊研究（生活）
※現代文化特殊研究
文化資源情報特殊研究
文化経営学特殊研究
※マーケティング特殊研究
情報メディア特殊研究

☆文化政策特殊研究
文化法特殊研究
☆地域社会特殊研究
※☆伝統文化特殊研究
日本学特殊研究
※比較文化特殊研究（芸術）
※比較文化特殊研究（文学）
比較文化特殊研究（生活）
比較文化特殊研究（米文学）
※現代文化特殊研究
言語分析特殊研究
文化経営学特殊研究
※国際メディア特殊研究

☆国際関係特殊研究（国際経済）
※国際関係特殊研究（国際政治）
国際関係特殊研究（国際法・
国際機構）
☆文化政策特殊研究
※国際メディア特殊研究
情報メディア特殊研究
※マーケティング特殊研究

研
修
科
目

国際文化交流研修（国内）
インターン研修
海外特別研修

国際文化交流研修（海外）
インターン研修
海外特別研修

インターン研修 インターン研修
海外特別研修

修
士
論
文

特
定
課
題
研
究

修士論文
特定課題研究（原則としてイ
ンターン研修または海外特別
研修履修者対象）

修士論文
特定課題研究（原則としてイ
ンターン研修または海外特別
研修履修者対象）

修士論文 修士論文

※学部研究科共同開講科目　　　　☆隔年開講科目
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国 際 文 化 交 流 研 究 科　2021（令和３）年度授業科目及び担当者
☆：隔年開講科目、※学部研究科共同開講科目、ローマ数字までが科目名、アルファベットはクラス名を指す

科目群 科　　目　　名 副　　　　　題 配当年次 学期 単位 担 当 者 備考
演
習
科
目
群

文化マネジメント演習ⅠＡ アートマネジメントのインフラストラクチャー M1～ 春 2 清水　敏男

文化マネジメント演習ⅠＢ 舞台芸術とアートマネジメント M1～ 春 2 内野　　儀

文化マネジメント演習ⅡＡ アートマネジメントのインフラストラクチャー M1～ 秋 2 清水　敏男

文化マネジメント演習ⅡＢ 舞台芸術とアートマネジメント M1～ 秋 2 内野　　儀

芸術文化演習Ⅰ 江戸時代中期における京都・上方画壇研究 M1～ 春 2 今橋　理子

芸術文化演習Ⅱ 江戸時代中期における京都・上方画壇研究 M1～ 秋 2 今橋　理子

日本学演習ⅠＡ ― ― ― 2 ―

日本学演習ⅠＢ 現代日本語の社会言語学的研究 M1～ 春 2 佐藤　琢三

日本学演習ⅠＣ 日本近世史研究の方法論（1） M1～ 春 2 岩淵　令治

日本学演習ⅠＤ 日本古典文学の読解と考察 M1～ 春 2 伊藤　守幸

日本学演習ⅡＡ ― ― ― 2 ―

日本学演習ⅡＢ 現代日本語における外来語 M1～ 秋 2 佐藤　琢三

日本学演習ⅡＣ 日本近世史研究の方法論（2） M1～ 秋 2 岩淵　令治

日本学演習ⅡＤ 英語圏の日本古典文学研究について M1～ 秋 2 伊藤　守幸

日本学演習ⅡＥ ― ― ― 2 ―

比較文化演習ⅠＡ 日欧文化の交流と比較 M1～ 春 2 伊川　健二

比較文化演習ⅠＢ 大衆文化受容の日米比較 M1～ 春 2 佐久間みかよ

比較文化演習ⅡＡ 日欧文化の交流と比較 M1～ 秋 2 伊川　健二

比較文化演習ⅡＢ 大衆文化受容の日米比較 M1～ 秋 2 佐久間みかよ

国際文化協力演習Ⅰ 自然・文化遺産の国際保護 M1～ 春 2 UGO，Mizuko

国際文化協力演習Ⅱ 自然・文化遺産と国際条約 M1～ 秋 2 UGO，Mizuko

☆国際開発協力演習 ― ― ― 2 ―

☆国際地域開発演習 ― ― ― 2 ―

☆費用便益分析演習 定量的な意思決定の支援のための方法論 M1～ 秋 2 荘林幹太郎

環境コミュニケーション演習 自然観察と環境教育・フードコンシャスネス教育 M1～ 秋 2 品川　　明

地域資源開発・利用演習（生物多様性保全利用）自然観察と環境教育・フードコンシャスネス教育 M1～ 春 2 品川　　明

地域資源開発・利用演習（食糧安全保障）食糧資源利用 M1～ 春 2 品川　　明

国際関係分析演習ⅠＡ 経済学や統計学を通して世界の動きをどう見るか M1～ 春 2 宇野　公子

国際関係分析演習ⅠＢ 国際政治構造の現状 M1～ 春 2 畠山　圭一

国際関係分析演習ⅠＣ 情報・メディア・世論からみる国際関係 M1～ 春 2 石澤　靖治

国際関係分析演習Ⅰ D 現代国際法の基本問題 M1～ 春 2 櫻井　大三

国際関係分析演習ⅡＡ 経済学や統計学を通して世界の動きをどう見るか M1～ 秋 2 宇野　公子

国際関係分析演習ⅡＢ 国際政治構造の将来像 M1～ 秋 2 畠山　圭一

国際関係分析演習ⅡＣ Japan and its foreign relation M1～ 秋 2 石澤　靖治

国際関係分析演習Ⅱ D 現代国際法の基本問題 M1～ 秋 2 櫻井　大三

国際メディア分析演習Ⅰ ― ― ― 2 ―

国際メディア分析演習Ⅱ ― ― ― 2 ―
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国 際 文 化 交 流 研 究 科　2021（令和３）年度授業科目及び担当者
☆：隔年開講科目、※学部研究科共同開講科目、ローマ数字までが科目名、アルファベットはクラス名を指す

科目群 科　　目　　名 副　　　　　題 配当年次 学期 単位 担 当 者 備考
演
習
科
目
群

現代文化演習ⅠＡ 文化の記述と翻訳 M1～ 春 2 時安　邦治

現代文化演習ⅡＡ 文化の記述と翻訳 M1～ 秋 2 時安　邦治

現代文化演習Ｂ ― ― ― 2 ―

国際マネジメント演習Ⅰ How did Japan industrialize? M1～ 春 2 金城   亜紀

国際マネジメント演習Ⅱ How finance made civilization M1～ 秋 2 金城   亜紀

地域社会分析演習Ⅰ A 中・東欧地域研究の動向 M1～ 春 2 中島　崇文

地域社会分析演習Ⅱ A ホロコースト研究 M1～ 秋 2 武井　彩佳

地域社会分析演習 B ホロコースト研究 M1～ 春 2 武井　彩佳

地域社会分析演習 C 東南アジア歴史地域研究 M1～ 秋 2 北川　香子
研
修
科
目
群

国際文化交流研修（海外） M1～ 秋集中 2 畠山　圭一

国際文化交流研修（国内・春） M1～ 春集中 2 今橋　理子

国際文化交流研修（国内・秋） M1～ 秋集中 2 今橋　理子

海外特別研修（春） M1～ 春集中 2 今橋　理子

海外特別研修（秋） M1～ 秋集中 2 今橋　理子

インターン研修（長期・春） M1～ 春集中 4 今橋　理子

インターン研修（長期・秋） M1～ 秋集中 4 今橋　理子

インターン研修（短期・春） M1～ 春集中 2 今橋　理子

インターン研修（短期・秋） M1～ 秋集中 2 今橋　理子
実
務
演
習
科
目
群

企画立案（政策課題） 政策の立案と評価 M1～ 春 2 荘林幹太郎

企画立案（文化事業） 文化事業の実務 M1～ 秋集中 2 清水　敏男

企画立案（文化協力） 自然・文化遺産保護に向けた国際協力 M1～ 秋 2 UGO，Mizuko

☆プレゼンテーション M1～ 秋 2 HUYNH，Cuong　Tan

☆ドラフティング ― ― ― 2 ―

☆プロジェクト評価法 ― ― ― 2 ―

☆プロジェクト・マネジメント演習 プロジェクト・マネージャーを仮想体験する M1～ 春 2 四方八重戸

☆非営利団体演習（ＮＧＯ） 民間国際協力機関としての展望と課題 M1～ 春 2 伊藤由紀子

☆非営利団体演習（ＮＰＯ） ― ― ― 2 ―

PR 演習 広報・パブリックリレーションズの本質 M1～ 春 2 一橋　　忠

文化資料処理法Ⅰ 暮らしを彩る日本文化―史資料で読みとく日本の美意識― M1～ 春 2 藤澤　　紫

文化資料処理法Ⅱ 日本の書物文化―書誌学の方法と実践― M1～ 秋 2 一戸　　渉

統計処理法 SPSS の利用法 M1～ 春 2 宇都宮由佳
特
殊
研
究
科
目
群

☆文化政策特殊研究 ― ― ― 2 ―

文化法特殊研究 文化・芸術を創造・普及する「ツール」としての著作権 M1～ 春集中 2 永井　幸輔

文化経済特殊研究 アートプロジェクト研究 M1～ 春集中 2 熊倉　純子

アートマネジメント特殊研究 アートマネジメントの基盤としての文化政策の基礎 M1～ 春 2 片山　泰輔

☆国際関係特殊研究（国際経済）経済学や統計学を通して世界の動きをどう見るか M1～ 春 2 宇野　公子

※国際関係特殊研究（国際政治）21世紀の国際関係 M1～ 秋 2 畠山　圭一
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国 際 文 化 交 流 研 究 科　2021（令和３）年度授業科目及び担当者
☆：隔年開講科目、※学部研究科共同開講科目、ローマ数字までが科目名、アルファベットはクラス名を指す

科目群 科　　目　　名 副　　　　　題 配当年次 学期 単位 担 当 者 備考

国際関係特殊研究（国際法・国際機構）国際法および国際機構の基本問題 M1～ 秋 2 櫻井　大三
特
殊
研
究
科
目
群

☆地域社会特殊研究 文化遺産を「平和の砦に」 M1～ 春 2 UGO，Mizuko

※☆伝統文化特殊研究 ― ― ― 2 ―

※比較文化特殊研究（芸術） 展覧会カタログ研究 M1～ 秋 2 今橋　理子

※比較文化特殊研究（文学） 日記文学と物語文学 M1～ 秋 2 伊藤　守幸

比較文化特殊研究（生活） ― ― ― 2 ―

比較文化特殊研究（米文学） ― ― ― 2 ―

※現代文化特殊研究 カルチュラル・スタディーズと文化の力学 M1～ 秋集中 2 本橋　哲也

文化資源情報特殊研究 美術情報の収集・整理・調査・公開 M1～ 春 2 黒澤　美子

日本学特殊研究 ― ― ― 2 ―

言語分析特殊研究 シェイクスピアの英語と映画 M1～ 秋 2 古庄　　信

文化経営学特殊研究 A ― ― ― 2 ―

※文化経営学特殊研究 B インスタグラムにみるベンチャー企業成功の条件 M1～ 春 2 金城   亜紀

※マーケティング特殊研究 コーポレート・ガバナンスに見る会社・社会・個人の望ましい関係 M1～ 秋 2 森田　泰子 （注 1）

情報メディア特殊研究 コミュニケーション過程におけるさまざまな情報の利用 M1～ 秋 2 越塚　美加

※国際メディア特殊研究 M1～ 秋 2 CLAY，Simon　Thomas
修
士
論
文
／

特
定
課
題
研
究

修士論文（春） M2 春集中 今橋　理子

修士論文（秋） M2 秋集中 今橋　理子

特定課題研究（春） M2 春集中 今橋　理子

特定課題研究（秋） M2 秋集中 今橋　理子
（注１）2017（平成 29）年度までに「マーケティング特殊研究Ⅰ」又は「マーケティング特殊研究Ⅱ」の単位を修得済の場合は、履修できない。
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資格課程の履修について
　本大学院では、学習院女子大学科目等履修生として本大学司書課程及び学芸員課程を履修することが
できます。（一部の課程では履修にあたり条件が設けられています）。履修希望者は、毎年度所定の期間
内に科目等履修生の申請手続きを行ってください。

＜学習院女子大学科目等履修生　出願について＞
　　対象学生　　　　　：大学院生の資格課程履修者
　　履修対象科目　　　：資格課程科目
　　申請期間　　　　　：2021年４月１日（木）～４月６日（火）13：00　期限厳守
　　申請・申請書類配布：教務部
　　履修科目上限　　　：１学期につき６科目まで

（注意）
①履修科目上限は、司書課程及び学芸員課程の合計での上限数である。学習院大学で履修する科目もこ

れに含まれる。
②司書課程の履修申請は春学期の申請期間に行うこと。
③履修希望者は、履修する科目を検討し、その内容について指導教員（主査）の承諾を得たうえで申請

すること。研究科委員会の審議、本学教授会での承認を経て、科目等履修生となる。
④履修を希望する課程のガイダンスには必ず出席すること。
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司書課程履修規定
　図書館法において規定されている司書の資格は、大学において図書館法施行規則で決められた科目を
修得して卒業することによって取得できる。なお、いずれの科目も卒業に必要な単位数には算入されな
いので注意すること。
　司書の資格を得ようとする者は、下記の表のうち、必修科目13科目と、選択必修科目をいずれか２科
目以上修得しなければならない。

2021（令和３）年度授業科目および担当者
相当する省令科目 単位 科目群 本学開講科目 単位数 履修年次 履修単位 学　期 担当者

生涯学習概論 ２

司

書

課

程

必

修

科

目

群

生涯学習概論 ２ M １～

13
科
目
26
単
位

春 塚原　正彦
図書館概論 ２ 図書館概論 ２ M １～ 春 越塚　美加
図書館制度・経営論 ２ 図書館制度・経営論 ２ M １～ 秋 仁上　幸治

図書館情報技術論 ２
図書館情報技術論A

２ M １～
春 江藤　正己

図書館情報技術論B 秋 江藤　正己
図書館サービス概論 ２ 図書館サービス概論 ２ M １～ 秋 越塚　美加
情報サービス論 ２ 情報サービス論 ２ M １～ 春 江藤　正己

児童サービス論 ２
児童サービス論A

２ M １～
春 汐崎　順子

児童サービス論B 秋 汐崎　順子

情報サービス演習 ２

情報検索演習A
２ M １～

春 江藤　正己
情報検索演習B 秋 江藤　正己
レファレンスサービス演習A

２ M １～
春 越塚　美加

レファレンスサービス演習B 秋 越塚　美加
図書館情報資源概論 ２ 図書館情報資源概論 ２ M １～ 春 越塚　美加
情報資源組織論 ２ 情報資源組織論 ２ M １～ 秋 蟹瀬　智弘

情報資源組織演習 ２
情報資源組織演習Ⅰ ２ M １～ 秋 蟹瀬　智弘
情報資源組織演習Ⅱ ２ M １～ 春 蟹瀬　智弘

図書館基礎特論 １ 司
書
課
程
選
択

必
修
科
目
群

図書館基礎特論 ２ M １～
２
科
目

４
単
位
以
上

秋 江藤　正己
図書・図書館史 １ 図書・図書館史 ２ M １～ 秋 白戸満喜子
図書館サービス特論 １ 図書館サービス特論 ２ M １～ 春 越塚　美加

計15科目30単位以上（本学の科目）

　省令科目とは図書館法施行規則で規定された科目のことを指す。本学の選択必修科目群では省令上１
単位が配当されている科目を１科目２単位として開講しているが、省令上、２科目以上を修得する必要
があるため本学開講科目２科目４単位以上を選択必修としている。

※　司書課程の履修者は初年度に司書課程履修費（2021年度は15,000円）を納入しなければならない。
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学芸員課程履修規定
　本学では、卒業後博物館に勤務する者のために、博物館法で定める学芸員となる資格が取得できるよ
うに授業科目を設置している。博物館には、狭義の博物館のほか、美術館、考古・歴史関係資料館、郷
土館、記念館、民芸館および科学博物館、動物園、植物園、水族館、天文館などまでが含まれる。これ
らは学校教育と並んで重要である社会教育のための機関であって、そこには専門職員として学芸員を置
かなければならないことが法によって定められている（博物館法第４条第３項）。学芸員の仕事は、博
物館資料の収集、保管、展示及び調査研究、その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさ
どることである（博物館法第４条第４項）。学芸員となる資格を取得するには、学士の学位を有し、大
学において文部科学省令で定める博物館に関する科目の単位を修得しなければならない（博物館法第５
条）。なお、平成24年度から博物館に関する科目が改正されたが（以下「新科目」）、本学学部卒業生で、
本学で博物館に関する科目を修得したものは、相当する新科目の単位を認定する（新旧科目対照表を参
照すること）。

１ ．単位修得方法

　本学において学芸員資格を取得するには、卒業に必要な単位を修得するほか、下記の科目の単位を修
得しなければならない。

2021（令和３）年度授業科目および担当者 
博物館法施行規則による科目 科目群 本学の対応授業科目 単位 履修年次 履修単位 学期 担当者
博物館概論

学

芸

員

課

程

必

修

科

目

博物館概論 ２ M１～

10
科
目
19
単
位

春集中 清水　敏男
博物館展示論 博物館展示論 ２ M１～ 秋集中 窪田　研二
博物館経営論 博物館経営論 ２ M１～ 春 高橋美奈子
博物館資料論 博物館資料論 ２ M１～ 春 水本　和美
博物館教育論 博物館教育論 ２ M１～ 春集中 黒沢　　伸
博物館資料保存論 博物館資料保存論 ２ M１～ 秋 大川　美香
博物館情報・メディア論 博物館情報・メディア論 ２ M１～ 秋 山峰　潤也
生涯学習概論 生涯学習概論 ２ M１～ 春 塚原　正彦
博物館実習 博物館実習ⅠＡ １ M１～ 春集中 清水　敏男

博物館実習ⅠＢ １ M１～ 春集中 小勝　禮子
博物館実習ⅡＡ ２ M１～ 秋集中 清水　敏男
博物館実習ⅡＢ ２ M１～ 秋集中 小勝　禮子

美術史系科目 学
芸
員
課
程
選
択
科
目

形象文化論Ⅰ（絵画） ２ M１～ ２
系
列
以
上
に
わ
た
り
４
科
目
８
単
位
以
上

春 石田　佳也
形象文化論Ⅱ（絵画） ２ M１～ 秋 今橋　理子
形象文化論Ⅲ（生活芸術） ２ M１～ 春 岡部　昌幸
形象文化論Ⅳ（空間造形） ２ M１～ 春 今橋　理子
形象文化論Ⅴ（近現代美術） ２ M１～ 秋 清水　敏男
形象文化論Ⅵ（芸術交流論） ２ M１～ 春 高久　　暁
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美術史系科目

学

芸

員

課

程

選

択

科

目

日本芸術論 ２ M１～

２
系
列
以
上
に
わ
た
り
４
科
目
８
単
位
以
上

春 石田　佳也
西洋芸術論 ２ M１～ 秋 遠藤　　望

考古学系科目 ☆歴史資料論Ⅰ（考古） ２ M１～ 秋 工藤雄一郎
歴史資料論Ⅱ（考古） ２ Ｍ１～ 春 工藤雄一郎

民俗学系科目 民俗学Ⅰ ２ Ｍ１～ 春 山崎　祐子
民俗学Ⅱ ２ Ｍ１～ 秋 山崎　祐子
民俗文化論Ⅰ（民俗信仰） ２ Ｍ１～ 春 山崎　祐子
民俗文化論Ⅱ（民俗行事・祭礼）２ Ｍ１～ 秋 山崎　祐子
民俗文化論Ⅲ（都市民俗学） ２ Ｍ１～ 春 伊藤　慎吾
民俗文化論Ⅳ（都市民俗学） ２ Ｍ１～ 秋 伊藤　慎吾
比較民俗文化論Ⅰ（生活用具）２ Ｍ１～ ― ― ―
比較民俗文化論Ⅱ（説話と伝承 ） ２ Ｍ１～ 秋 土屋有里子

文化史系科目 日本生活文化史Ⅰ（衣文化） ２ Ｍ１～ 春 福島　雅子
日本生活文化史Ⅱ（衣文化） ２ Ｍ１～ 秋 福島　雅子
日本生活文化史Ⅲ（食文化） ２ Ｍ１～ 春 宇都宮由佳
日本生活文化史Ⅳ（食文化） ２ Ｍ１～ 秋 宇都宮由佳
日本生活文化史Ⅴ（人と環境）２ Ｍ１～ 春 工藤雄一郎
日本生活文化史Ⅵ（人と環境）２ Ｍ１～ 秋 工藤雄一郎
日本史論Ⅰ（古代） ２ Ｍ１～ 春 中込　律子
日本史論Ⅱ（中世） ２ Ｍ１～ 春 関　　幸彦
日本史論Ⅲ（近世） ２ Ｍ１～ 春 岩淵　令治
日本史論Ⅳ（近現代） ２ Ｍ１～ 春 加藤　厚子
☆日本文化交流史Ⅰ ２ Ｍ１～ 春 米谷　　均
ヨーロッパ文化論 ２ Ｍ１～ 春 正本　　忍
東欧文化論 ２ Ｍ１～ 秋 中島　崇文
アジア文化論 ２ Ｍ１～ 春 金野　　純
文化遺産学※ ２ Ｍ１～ 春 UGO，Mizuko

生物学系科目 自然環境論Ⅰ（エコロジー） ２ Ｍ１～ 春 品川　　明
地学系科目 地球環境論Ⅰ ２ Ｍ１～ 春集中 荘林幹太郎

地球環境論Ⅱ ２ Ｍ１～ 秋 荘林幹太郎
※2019年度以降入学者を対象とする。

⑴　選択科目は、美術史系科目、考古学系科目、民俗学系科目、文化史系科目、生物学系科目、地学系
科目の各系列より、２系列以上にわたり４科目８単位以上を修得しなければならない。

⑵　大学院生は上記科目を「学習院女子大学科目等履修生規程」に従い科目等履修生として履修する。
⑶　本年度から履修を開始する者については、３月下旬に「博物館概論」と学芸員課程委員会で実施さ

れる選抜試験の成績をもとに学芸員課程の正規履修者の選考（学部、大学院あわせて60名）を行う。
ただし「博物館実習」を除く全ての必修科目を１年次から履修することができる。合格者は学芸員
課程履修登録をし、履修費納入等の諸手続を行わなければならない。

⑷　「博物館実習」を履修するためには、「博物館概論」「博物館展示論」「博物館経営論」「博物館資料論」
および「博物館教育論」の単位を修得しなければならない。
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⑸　「博物館実習Ⅰ」「博物館実習Ⅱ」は両科目履修しなければならない。原則として「博物館実習Ⅰ」
から履修を開始する。

⑹　本学学部卒業の大学院生で平成23年度以前にすでに旧科目の単位を修得している場合、下記の対照
表にしたがって、対応する新科目の単位に読み替える。

　平成24年度から実施される博物館に関する科目（新科目）と、平成23年度以前の博物館に関する科目
（旧科目）との対照表は下記の通り。

平成23年度までの博物館に関する科目（旧科目） 平成24年度からの博物館に関する科目（新科目）
博物館学Ⅰ 博物館概論
博物館学Ⅱ 博物館経営論

博物館資料論 博物館資料論
教育学 博物館教育論

視聴覚教育メディア論 博物館情報・メディア論
生涯学習概論 生涯学習概論
博物館実習 博物館実習

２ ．履修手続および経費

⑴　本課程の履修を開始する年の４月に学芸員課程履修費（令和２年度は10,000円）を納入し、同時に
博物館に関する科目履修申込書を提出しなければならない。

⑵　「博物館実習」を履修する者は、博物館実習ガイダンスに出席し、博物館実習履修費（令和２年度
は5,000円）を納入し、同時に博物館実習履修申込書を提出しなければならない。

３ ．科目等履修生の出願について

　　大学院修了生で科目等履修生として学芸員課程を履修しようとする者は「学習院女子大学科目等履
修生規程」にしたがうので、同規程を参照すること。

　　科目等履修生は平成23年度以前に履修を開始していても、資格を得るためには新科目を全て修得し
なくてはならない。ただし既に修得した旧科目は新科目に読み替えることができる。新旧科目対照表
を参照のこと。
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